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はじめに 

 

  このたび、令和 3（2021）年に 10 年計画として策定した男女共同参画おうみはちまん 2030

プラン-男女共同参画近江八幡市行動計画-が策定から５年経過したことから、社会経済情勢の

変化に対応するため計画の中間見直しを行いました。 

見直しにあたって施策の進捗を把握するため、令和 6 年に「男女共同参画に関する市民意識

調査」と「男女共同参画に関する事業所アンケート」を実施しました。その結果、固定的な性別役

割分担意識などにおいて意識の変化が見られる一方で、現状とのギャップから、依然として男女の

不平等感が根強く残っていることがうかがわれ、さらなる取り組みが必要であることが明らかにな

りました。 

今回の中間見直しでは、本計画の基本的な方向性は変更せず、重点施策を強化し社会的要請

や緊急性の高い課題に対して計画的かつ効果的に取り組んでまいります。性別にかかわらず、一

人一人が尊重され、様々な分野で個性や能力を発揮し、自分らしく生きられる男女共同参画社会

の実現を目指します。 

 最後になりましたが、この計画の中間見直しにあたり貴重なご意見をいただきました男女共同参

画審議会の皆さまをはじめ、市民意識調査や事業所アンケートにご協力をいただきましたすべての

皆さまに、心よりお礼申し上げます。 

 

令和８（2026）年４月 

 

                                         

           近江八幡市長  小西 理 
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第１章 計画の策定にあたって 

１．計画の趣旨・背景 

近年、少子高齢社会の進展や人口減少社会の到来、グローバル化、経済・雇用、地域社会や家族形態の変化

など、社会や経済状況などが急速に変化しています。このような社会情勢に対応する上で、あらゆる人が互いに

その人権を尊重し、喜びも責任も分かち合い、性別にかかわらず、その個性と能力を十分に発揮することができ

る男女共同参画社会の実現が、緊急かつ重要な課題です。  

平成 27（2015）年９月の国連サミットで採択された「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」では、17 ある目標の

ひとつとして「ジェンダー平等を実現しよう」を掲げており、ジェンダー平等を達成し、男性だから、女性だからとい

った様々な差別を受けることがない社会をつくることが世界的に求められています。現在、日本では、全国的に、

女性就業者数だけでなく管理職相当の女性割合の上昇が続いているものの、諸外国と比較すると依然として低

い値となっており、各国の男女格差を測るジェンダー・ギャップ指数は、148か国中118位（令和7（2025）年）

と低い水準となっています。このような近年の動向をふまえ、国は、あらゆる分野における女性の参画拡大やワー

ク・ライフ・バランスなどをめざし、様々な取組を進めています。 

近江八幡市は、平成 22（2010）年 3 月 21 日に旧近江八幡市と旧安土町が合併し、新近江八幡市として

市制施行され、合併後は旧市町の「男女共同参画近江八幡市行動計画」と「安土町男女共同参画推進計画」

を引き継ぎ、平成 24（2012）年 4 月には、「男女共同参画おうみはちまん 2020 プラン-男女共同参画近江八

幡市行動計画-」を策定し、また、令和 3（2021）年 4 月には、2020 プランの満了にあたり、今後の本市におけ

る男女共同参画に関する取組を総合的かつ計画的に推進するために「男女共同参画おうみはちまん 2030 プ

ラン-男女共同参画近江八幡市行動計画-」を新たに策定しました。 

これまでの取組により、性別によって役割を固定的にとらえる意識は薄れつつありますが、令和 6（2024）年

度に実施した「近江八幡市男女共同参画に関する市民意識調査」では、「政治の場」や「社会全体のしきたり・

慣習・通念」の各項目において、「男性が優遇されている※」とする回答がいずれも 7 割を超えています。このよう

に、依然として様々な場面で男女の地位が不平等であると感じる人が多いことから、今後も一層の男女共同参

画の推進に向けた積極的な取り組みが必要です。 

このたび令和３（2021）年度から令和 12（2030）年度までを期間として策定した 2030 プランが策定から

5 年経過するにあたり、今後の本市における男女共同参画に関する取組を総合的かつ計画的に推進するために

中間見直しを実施します。 

 

※ここでの「男性が優遇されている」には、「どちらかといえば男性が優遇されている」も含みます。 
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２．近年の世界・国・県・市の動き 

▶近年の世界の動き 

（１）国連女性の地位委員会（北京+20、北京+25） 

平成７（1995）年 9 月に北京で開催された第４回世界女性会議において、「北京宣言」及び「行動綱領」

が採択されてから 25 周年となる令和２（2020）年３月には「北京+25」として、また、30 周年となる令和 7

（2025）年 3 月には「北京+30」として、これまでの男女共同参画や女性活躍についての取組状況に関する

評価等が行われました。 

（２）持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ） 

平成 27（2015）年９月に開催された国連サミットにおいて、令和 12（2030）年までの行動計画として、

17 の目標からなる「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）」が採択されました。5 番目の目標として「ジェンダー平

等を実現しよう」が掲げられ、女性への差別の撤廃や女性参画の推進、あらゆる形態の暴力の排除、未成年

者の結婚や強制結婚等の有害な慣行の撤廃などが達成に向けての取組として挙げられました。 

  

▶近年の国の動き 

（１）男女共同参画基本計画 

令和２（2020）年 12 月に「第５次男女共同参画基本計画」が策定され、新型コロナウイルス感染症拡大

による「新たな日常」への対応、政策・方針決定過程への女性の参画拡大、デジタル化社会への対応、男女

共同参画の視点からの防災、ジェンダー平等の実現などが強調されました。また、令和 5（2023）年 12 月に

は、企業における女性登用の加速化及びテレワークに係る成果目標の設定が閣議決定されました。 

（２）女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法） 

女性の活躍推進の取組を着実に前進させるため、平成 27（2015）年８月に「女性の職業生活における活

躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」が令和７（2025）年度末までの時限立法として制定されました。

令和元（2019）年５月には、一般事業主行動計画の策定業務の対象拡大や女性活躍に関する情報公表の

強化など、一部の内容が改正されました。また、令和 7（2025）年には令和７（2025）年度末までとなってい

た法律の有効期限が、令和 18（2036）年度末まで延長されました。 

（３）政治分野における男女共同参画の推進に関する法律 

政治分野における男女共同参画を効果的かつ積極的に推進し、男女が共同して参画する民主政治の発展

に向けて、平成 30（2018）年５月に「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」が制定されまし

た。この法律では、衆議院、参議院、地方議会選挙等において、男女の候補者数ができる限り均等となること

をめざすことなどを基本原則としています。令和 3（2021）年６月には、セクシュアル・ハラスメントやマタニテ

ィ・ハラスメント等への対応が新設されるなど、一部の内容が改正されました。 

（4）困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 

    困難な問題を抱える女性への支援のための施策を推進し、もって人権が尊重され、及び女性が安心して、か

つ、自立して暮らせる社会の実現に寄与するため、令和 4（2022）年 5 月に「困難な問題を抱える女性への
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支援に関する法律」が制定されました。この法律は、困難な問題を抱える女性がその意思を尊重されながら、

個々の状況に応じた最適な支援を受けられるようにし、福祉の向上を図ることを基本理念とし、そのために、問

題の発見から相談、心身の回復、自立支援まで、多様な支援を包括的に提供する体制を整備することを目指

しています。 

 

▶近年の滋賀県の動き 

（１）男女共同参画計画・女性活躍推進計画 

令和３（2021）年 10 月に、男女共同参画及び女性の職業生活における活躍の推進に関する取組の方向

性を示した「パートナーしがプラン 2025～滋賀県男女共同参画計画・滋賀県女性活躍推進計画～」が策定

されました。この計画では「あらゆる場面で『男女共同参画』を実感できる滋賀へ」を目標とし、女性の活躍推

進による地域の活性化や、男性にとっての男女共同参画を重視すべき視点として、位置づけています。 

▶近年の近江八幡市の動き 

（１）近江八幡市男女共同参画推進条例 

平成 24（2012）年 4 月に、性別に関わらず、その個性と能力を十分に発揮することができる「一人ひとり

が輝ける男女共同参画のまち・近江八幡」を、市、市民、事業者が協働して創りあげるため、近江八幡市男女

共同参画推進条例を制定しました。 

（２）男女共同参画近江八幡市行動計画 

平成 24（2012）年 4 月に、近江八幡市男女共同参画推進条例に基づき、平成 24（2012）年度から令

和２（2020）年度までの 9 年計画として「男女共同参画おうみはちまん 2020 プラン-男女共同参画近江八

幡市行動計画-」を策定し、中間年である平成 29（2017）年４月には、社会情勢等の変化をふまえ見直しを

行い、改訂版を策定しました。また、令和３（2021）年には、おうみはちまん 2020 プランが計画終期を迎えた

ことから「男女共同参画おうみはちまん 2030 プラン-男女共同参画近江八幡市行動計画-」を策定しました。 
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３．計画の位置づけ  

本計画は、「男女共同参画社会基本法」及び「近江八幡市男女共同参画推進条例」に基づく男女共同参画

計画として位置づけるとともに、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」並びに「女性の

職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」に規定された市町村推進計画として位置づけ

ます。 

また、「近江八幡市第 1 次総合計画」で示されているまちづくりの方針をふまえながら、「人権擁護に関する施

策の基本計画」や「生涯学習社会づくり構想・実施計画」との連携を図り、各分野の関連する個別計画に、男女

共同参画の視点について方向性を示す役割を果たします。 

計画の内容においては、市民の意見・男女共同参画審議会からの答申を受け、市民・事業者・行政等が連携

して施策の推進に取り組むための、共有の指針となるものです。 

 

 

 

 

 

  
男女共同参画 おうみはちまん 2030 プラン 

・人権擁護に関する施策の基本計画 
・生涯学習社会づくり構想・実施計画 
・特定事業主（新）行動計画  

【各分野における個別計画】 
・子ども・子育て支援事業計画 
・すこやか親子 21 計画 
・教育振興基本計画 
・地域防災計画  ・環境基本計画  など 

連携 方向性 

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 

男女共同参画社会基本法 

近江八幡市男女共同参画推進条例 

近江八幡市第１次総合計画 
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４．計画の期間 

本計画の期間は、令和３（2021）年度から、令和 12（2030）年度までの 10 年間とします。 

なお、社会情勢の変化や事業の推進状況を反映するため令和 7（2025）年に見直しを行い、令和 8（2026）

に中間改訂を実施しました。 

５．計画の策定方法 

（１）男女共同参画に関する市民及び事業所調査の実施 

本計画の策定にあたり、市民の男女共同参画や性別による役割分担、ワーク・ライフ・バランスなどについて

の状況や意見、各事業所における現状や課題、今後の方向性、男女共同参画施策についての意見等を把握

し、計画策定の基礎資料とするため、市民や市内の事業所を対象として、アンケート調査を実施しました。 

 

調査種類 市民意識調査 事業所アンケート 

調査対象 満 18 歳以上の市民 市内所在の事業所 

対象者数 2,000 人（無作為抽出） 300 か所 

調査期間 
 令和 6（2024）年 8 月 9 日～ 

令和 6（2024）年 9 月 13 日 

令和 6（2024）年 9 月 18 日～ 

令和 6（2024）年 10 月 18 日まで 

回収率 37.2％（743 件） 41.7％（125 件） 

調査方法 郵送配布・郵送回収または電子回答 郵送配布・郵送回収または電子回答 

 

（２）近江八幡市男女共同参画審議会の設置 

男女共同参画行動計画の策定や推進に関する重要事項を調査及び審議するため、近江八幡市男女共同

参画審議会を設置しています。学識経験者や団体の代表者等で構成されており、この計画に市民等の意見を

反映するとともに、市における男女共同参画関連施策をより効果的に実施するため、計画について審議しまし

た。 

 

（３）パブリックコメントの実施 

計画素案の段階で幅広く市民の意見を募り、計画へ反映するため、パブリックコメントを実施しました。 

▶実施期間： 令和 8（2026）年 1 月 23 日～令和 8（2026）年２月１３日 
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第２章 近江八幡市の男女共同参画の現状と課題 

１．統計資料からみる市の現状 

（１）人口構造 

・本市の人口ピラミッドをみると、男女ともに 50～54 歳の人口が最も多く、次いで男性では 45～49 歳、女性

では 75～79 歳の人口が多くなっています。 

  

（２）人口推移 

・近年の本市の人口は 82,000 人台から 81,000 人台に推移しています。 

資料：「住民基本台帳」より（各年１0 月１日時点） 

【近江八幡市の人口ピラミッド】 

1,595 
1,758 

2,074 
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2,086 
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2,330 
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872 
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54 
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80～84歳
85～89歳
90～94歳
95～99歳
100歳以上

男(40,158人） 女（41,564人）

資料：「住民基本台帳」より（令和 7 年 10 月１日時点） 

82,220 82,005 81,801 81,928 81,722 
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40,000
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100,000

令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年

（人）
【近江八幡市の総人口の推移】 
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（３）年齢 3 区分別人口 

・本市の年齢３区分別人口をみると、14 歳以下の若年人口は減少傾向にあります。 

・人口構成比をみると、生産年齢人口の割合が 6 割を切っています。 

 

    

資料：「住民基本台帳人口」より（各年１0 月１日時点） 

 

 

        

    資料：「住民基本台帳人口」より（各年 10 月１日時点） 

11,373 11,219 10,950 10,809 10,617 

47,960 47,933 47,926 48,212 48,248 

22,887 22,853 22,925 22,907 22,857 

82,220 82,005 81,801 81,928 81,722 
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40,000

60,000

80,000

100,000

令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年

（人）

0～14歳 15～64歳 65歳以上

13.8 13.7 13.4 13.2 13.0 

58.3 58.5 58.6 58.8 59.0 

27.8 27.9 28.0 28.0 28.0 
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20

40

60

80

100

令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年

（％）

0～14歳 15～64歳 65歳以上

【近江八幡市の年齢３区分別人口の推移】 

【近江八幡市の年齢３区分別人口構成比の推移】 



8 

（４）世帯構造 

・近年、人口は 82,000 人台から 81,000 人台に推移し、世帯数は微増傾向にあり、１世帯あたりの人員数

は減少し続けています。 

・世帯構成については、全国・滋賀県と比較して「夫婦と子ども」世帯や「夫婦と子どもと親」世帯の割合が高

くなっています。一方で「単独世帯」の割合については、全国・滋賀県よりも低くなっています。 

 

   

資料：「住民基本台帳」より（各年 10 月１日） 

 

 

 

資料：総務省「令和 2 年国勢調査」より 

82005 81801 81928 8172235081 35416 36004 36361

2.34 2.31 2.28 2.25 

0.00

0.40

0.80

1.20

1.60
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2.40

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

令和4年 令和5年 令和6年 令和7年

（人）
（人/世帯）

人口 世帯数 １世帯あたり人員

20.1 

20.4 

21.5 

25.1 

29.5 

30.8 

9.0 

8.3 

9.3 

2.6 

4.2 

5.1 

0.3 

0.5 

0.7 

3.9 

4.4 

5.2 

38.1 

32.0 

26.7 

0.9 

0.8 

0.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全国

滋賀県

近江八幡市

夫婦のみ 夫婦と子ども
ひとり親と子ども 夫婦と子どもと親
夫婦と子どもと親と他の親族 その他の親族世帯
単独 非親族を含む世帯

【近江八幡市の人口と世帯の推移】 

【近江八幡市の世帯構成（全国・滋賀県との比較）】 
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（５）労働力状態 

・令和 2（2020）年の労働力人口は 41,033 人となっています。 

・性年齢階級別にみると、全世代で男性での就業者数が女性を上回っており、特に 30～39 歳での差が大き

くなっています。 

 

  

資料：総務省「国勢調査」より 

 

        

資料：総務省「令和 2 年国勢調査」より 

39,871 38,809 39,238 39,734 

2,189 2,828 1,594 1,299 

42,060 41,637 40,832 41,033 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

平成17年 平成22年 平成27年 令和2年

（人）

就業者 完全失業者

310

2838

4269

5081

4263

3305

1704

314313

2419

3165

4343

3645

2554

1017

194

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

15～19歳 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70～79歳 80歳以上

(%)

男 女

【近江八幡市の労働力人口の推移】 

【近江八幡市における令和 2 年の性年齢階級別就業者数】 
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（６）女性の労働力率 

・近江八幡市の女性の労働力率の推移をみると、30～34 歳で他の年代よりも労働力率が低くなる M 字カー

ブを描いているものの、年々労働力率は上昇しておりカーブが緩やかになりつつあります。また、令和 2（2020）

年には 55～59 歳の労働力率が 75.2％と７割を超えています。 

・全国・滋賀県と比較すると、30～34 歳では労働力が低いものの、40～59 歳では全国・滋賀県を上回ってい

ます。 

 

 

資料：総務省「国勢調査」より 

 

 

 

資料：総務省「令和 2 年国勢調査」より 

15～19歳 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳

平成22年 16.9 71.9 74.5 62.6 63.1 72.0 77.0 74.7 62.8

平成27年 14.8 70.0 77.9 67.8 69.0 73.7 79.0 78.3 72.4

令和2年 17.7 77.7 85.4 71.9 76.4 80.5 81.5 81.9 75.2

0

10

20
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80

90 (%)

15～19歳 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳

全国 17.8 73.6 86.8 78.4 76.5 79.1 80.7 79.0 73.9

滋賀県 17.8 72.7 85.1 75.1 74.1 78.9 81.2 79.5 74.0

近江八幡市 17.7 77.7 85.4 71.9 76.4 80.5 81.5 81.9 75.2

0

10

20
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40

50

60

70

80

90(%)

【近江八幡市の女性の年齢階級別労働力率の推移】 

【近江八幡市における令和 2 年の女性の年齢階級別労働力率（全国・滋賀県との比較）】 
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２．各分野での男女の平等感 

（１）家庭生活 

・『男性が優遇されている』（「男性が優遇されている」と「どちらかといえば男性が優遇されている」の合計）

と感じる女性の割合は男性よりも高く、「平等である」は女性のほうが低くなっています。 

・「平等である」は男性が滋賀県よりやや高くなっていますが、滋賀県・本市のどちらにおいても『男性が優遇

されている』という意識をもつ女性が過半数となっています。 

資料：令和 6 年度「近江八幡市男女共同参画に関する市民意識調査アンケート調査結果報告書」より 

令和 6 年度「男女共同参画社会づくりに向けた県民意識調査報告書」より 

（２）職場 

・『男性が優遇されている』（「男性が優遇されている」と「どちらかといえば男性が優遇されている」の合計）

と感じる女性の割合は滋賀県・本市ともに「平等である」よりも高くなっています。 

・「平等である」は男性で本市が滋賀県よりやや高くなっていますが、滋賀県・本市のどちらにおいても『男性

が優遇されている』という意識をもつ女性の割合は男性よりも高くなっています。 

 

 

資料：令和 6 年度「近江八幡市男女共同参画に関する市民意識調査アンケート調査結果報告書」より 

令和 6 年度「男女共同参画社会づくりに向けた県民意識調査報告書」より 

13.7 
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33.3 
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40.9 

3.9 
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近
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市

男性が優遇されている どちらかといえば男性が優遇されている
平等である どちらかといえば女性が優遇されている
女性が優遇されている 無回答・わからない

【家庭生活における男女の地位の平等感（滋賀県との比較）】 

【職場における男女の地位の平等感（滋賀県との比較）】 
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（３）学校教育の場 

・男女ともに「平等である」が過半数を占めていますが、女性のほうがやや低くなっています。 

・「平等である」は男女ともに滋賀県より高くなっている一方で、『男性が優遇されている』（「男性が優遇され

ている」と「どちらかといえば男性が優遇されている」の合計）も、男女ともに滋賀県よりやや高くなっています。 

 

資料：令和 6 年度「近江八幡市男女共同参画に関する市民意識調査アンケート調査結果報告書」より 

令和 6 年度「男女共同参画社会づくりに向けた県民意識調査報告書」より 

 

（４）地域社会の場 

・『男性が優遇されている』（「男性が優遇されている」と「どちらかといえば男性が優遇されている」の合計）

と感じる女性の割合は男性よりも高く、「平等である」は女性のほうが低くなっています。 

・『男性が優遇されている』と感じる割合は男女ともに滋賀県より高くなっています。 

 

資料：令和 6 年度「近江八幡市男女共同参画に関する市民意識調査アンケート調査結果報告書」より 

令和 6 年度「男女共同参画社会づくりに向けた県民意識調査報告書」より 

【学校教育の場における男女の地位の平等感（滋賀県との比較）】 

【地域社会の場における男女の地位の平等感（滋賀県との比較）】 
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（５）社会全体のしきたり・慣習・通念など 

・『男性が優遇されている』（「男性が優遇されている」と「どちらかといえば男性が優遇されている」の合計）

と感じる割合は男女ともに 6 割以上を占め、「平等である」と感じる割合は男女ともに 3 割未満となっていま

す。 

・『男性が優遇されている』と感じる女性の割合は滋賀県よりやや低くなっています。 

 
 

資料：令和 6 年度「近江八幡市男女共同参画に関する市民意識調査アンケート調査結果報告書」より 

令和 6 年度「男女共同参画社会づくりに向けた県民意識調査報告書」より 

（６）政治の場 

・『男性が優遇されている』（「男性が優遇されている」と「どちらかといえば男性が優遇されている」の合計）

と感じる女性の割合は男性より高く、「平等である」と感じる割合は女性のほうが低くなっています。 

・滋賀県も同様の結果となっており、「平等である」と感じる割合は女性のほうが低くなっています。 

 
 

 

資料：令和 6 年度「近江八幡市男女共同参画に関する市民意識調査アンケート調査結果報告書」より 

令和 6 年度「男女共同参画社会づくりに向けた県民意識調査報告書」より 

 

【社会全体のしきたり・慣習・通念などにおける男女の地位の平等感（滋賀県との比較）】 

【政治の場における男女の地位の平等感（滋賀県との比較）】 
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（７）法律や制度 

・『男性が優遇されている』（「男性が優遇されている」と「どちらかといえば男性が優遇されている」の合計）

と感じる女性の割合は男性よりも高く、「平等である」と感じる割合は女性のほうが低くなっています。 

・滋賀県も同様の結果となっており、「平等である」は女性のほうが低くなっています。 

 
 

 

資料：令和 6 年度「近江八幡市男女共同参画に関する市民意識調査アンケート調査結果報告書」より 

令和 6 年度「男女共同参画社会づくりに向けた県民意識調査報告書」より 
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３．男女の役割分担 

（１）固定的な性別役割分担意識 

・男女ともに『同感しない』が過半数となっている一方で、『同感する』は男性のほうがやや高くなっています。 

・滋賀県も同様の結果となっており、『同感する』は男性のほうが高くなっています。 

 

・年代別でみると、おおむね年代が高くなるにつれ、固定的な性別役割分担意識に『同感する』割合が高くなっ

ており、80 歳以上では 50％以上となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：令和 6 年度「近江八幡市男女共同参画に関する市民意識調査アンケート調査結果報告書」より 
令和 6 年度「男女共同参画社会づくりに向けた県民意識調査報告書」より 

*『同感する・しない』は、市民意識調査票の「そう思う・思わない」と「どちらかといえばそう思う・思わない」の合計 

【「男性は仕事をし、女性は家庭を守るべき」という考え方について（滋賀県との比較）】 

【「男性は仕事をし、女性は家庭を守るべき」という考え方について（年代別）】 

25.6 

32.5 

19.8 18.8
24.3

14.3

65.7 
60.0 

70.2 
74.1

68.4

78.9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

全体 男性 女性 全体 男性 女性

近江八幡市 滋賀県

(%)

同感する 同感しない

19.3 

15.2 

19.0 

19.3 

23.7 

30.5 

50.6 

66.7 

71.9 

78.8 

71.4 

75.4 

69.1 

57.9 

38.8 

33.3 

8.8 

6.1 

8.6 

4.4 

7.2 

8.5 

9.4 

1.0 

0.9 

3.0 

1.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

18歳～19歳

20歳～29歳

30歳～39歳

40歳～49歳

50歳～59歳

60歳～69歳

70歳～79歳

80歳以上

同感する 同感しない わからない 無回答



16 

（２）固定的な性別役割分担意識に同感しない理由 

・固定的な性別役割分担意識に同感しない理由については、「男女ともに仕事と家事・子育て・介護等の両方

に関わる方が、各個人、家庭にとって良いと思うから」が男女ともに最も高くなっています。 

 

資料：令和 6 年度「近江八幡市男女共同参画に関する市民意識調査アンケート調査結果報告書」より 

（３）家庭での性別役割分担 

・日常の家庭生活における役割分担の状況については、多くの項目で女性の割合が高くなっています。 

 

資料：令和 6 年度「近江八幡市男女共同参画に関する市民意識調査アンケート調査結果報告書」より 

37.8 

34.3 

11.9 

11.4 

1.0 

1.5 

2.0 

46.8 

33.9 

7.5 

6.4 

0.4 

1.8 

3.2 

0 10 20 30 40 50 60 70

男女共に仕事と家事・育児・介護等の両方に関わる方

が、各個人、家庭にとって良いと思うから

性別によって一律に役割を決めることはおかしいと思

うから

女性も仕事をする方が、生活が安定すると思うから

家庭以外の場面でも、女性の能力を活かせると思うか

ら

その他

理由を考えたことはない

無回答

(%)

男性

女性

【「男性は仕事をし、女性は家庭を守るべき」という考え方に同感しない理由】 

【日常家庭生活における役割分担】 

理由を考えたことがない 

16.3 

4.3 

8.3 

6.9 

6.3 

5.7 

35.1 

4.4 

59.9 

1.1 

3.9 

52.5 

77.5 

59.4 

56.5 

69.6 

53.4 

35.7 

38.6 

5.0 

41.5 

43.7 

29.1 

16.4 

30.8 

34.6 

21.5 

38.5 

26.6 

43.9 

30.6 

28.8 

24.8 

18.4 

18.6 

2.2 

1.7 

1.5 

2.0 

2.6 

2.4 

2.6 

13.1 

4.6 

10.2 

9.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a.家計の管理

b.食事の支度

c.食事の片付け

d.掃除

e.洗濯

f.日常の買い物

g.ゴミ出し

h.介護・看病

i.主たる収入

j.子育て

k.保護者会や学校行事等への参加

男性 女性 どちらとも 子どもはいない 無回答

家計の管理 

食事の支度 

食事の片付け 

掃除 

洗濯 

日常の買い物 

ゴミ出し 

介護・看病 

主たる収入 

子育て 

保護者会や学校行事等への参加 

性別によって一律に役割を決めることはおかしいと思う
から 

女性も仕事をする方が、生活が安定すると思うから 

家庭以外の場面でも、女性の能力を活かせると思うから 

その他 

無回答 

男女共に仕事と家事・育児・介護等の両方に関わる方
が、各個人、家庭にとって良いと思うから 
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（４）家庭内での地域活動の担い手 

・家庭内での地域活動の担い手については、「自治会・町内会の会合」、「清掃、草むしりなどの美化活動」、

「見回りなどの防犯活動」、「地域の防災訓練」で、男性が高くなっています。 

 

資料：令和 6 年度「近江八幡市男女共同参画に関する市民意識調査アンケート調査結果報告書」より 

 

（５）地域活動に女性リーダーが少ない理由 

・地域活動に女性リーダーが少ない理由については、男女ともに「これまでの慣習やしきたりで、リーダーには

男性が就任してきたから」が最も高くなっています。 

 

資料：令和 6 年度「近江八幡市男女共同参画に関する市民意識調査アンケート調査結果報告書」より 

【家庭内での地域活動の担い手】 

【地域活動に女性リーダーが少ない理由】 

49.4 

36.5 

22.1 

21.4 

37.7 

34.3 

13.9 

18.0 

6.6 

6.6 

7.8 

7.0 

18.4 

28.8 

29.3 

30.8 

15.9 

21.9 

16.6 

14.7 

37.7 

36.9 

35.4 

33.5 

1.7 

2.0 

4.3 

4.3 

3.2 

3.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

a.自治会・町内会の会合

b.清掃、草むしりなどの美化活動

c.地区の運動会などのスポーツ活動

d.地区のお祭りなどの行事・文化活動

e.見回りなどの防犯活動

f.地域の防災訓練

男性 女性 どちらとも 参加していない・活動がない 無回答

地区のお祭りなどの行事・文化活動 

自治会・町内会の会合 

清掃、草むしりなどの美化活動 

地区の運動会などのスポーツ活動 

見回りなどの防犯活動 

地域の防災訓練 

46.6 

42.4 

31.9 

36.7 

31.6 

10.7 

13.1 

6.9 

4.8 

4.2 

49.6 

39.3 

45.6 

32.3 

22.6 

13.3 

16.0 

7.8 

4.0 

5.0 

0 20 40 60

これまでの慣習やしきたりで、リーダーには男性…

女性は責任のある役を引き受けたがらないから

女性は家事や仕事で忙しいから

男性中心の組織運営になっているから（役割や仕…

女性リーダーとしてのお手本（ロールモデル）や…

女性がリーダーになることに反発する雰囲気があ…

家族の理解や協力が得られないから

地域の様々な意見を調整し、組織をまとめていく…

その他

無回答

(%)

男性

女性

女性リーダーとしてのお手本（ロールモデル）や前例
がないから 

これまでの慣習やしきたりで、リーダーには男性が就
任してきたから 

女性は責任のある役を引き受けたがらないから 

女性は家事や仕事で忙しいから 

男性中心の組織運営になっているから（役割や仕事
分担、活動時間帯など） 

女性がリーダーになることに反発する雰囲気がある
から 
家族の理解や協力が得られないから 

地域の様々な意見を調整し、組織をまとめていくこと
は、女性には向いていないから 

その他 

無回答 
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４．就労状況・雇用環境 

（１）女性が職業をもつことについての考え 

・女性が職業をもつことについての考えについては、男女ともに「子どもができても、ずっと職業を続ける方がよ

い」が高くなっています。また、「子どもができたら職業をやめ、成長した後、再び職業をもつ方がよい」は女性

でやや高くなっています。 

 

 

資料：令和 6 年度「近江八幡市男女共同参画に関する市民意識調査アンケート調査結果報告書」より 

 

（２）育児・介護休業制度活用への課題について 

・育児・介護休業制度活用への課題については、「休業期間中の代替要員の確保」が最も高くなっています。 

 

資料：令和 6 年度「近江八幡市男女共同参画に関する市民意識調査アンケート調査結果報告書」より 

1.5 

0.5 

2.1 

2.5 

6.9 

5.0 

59.7 

59.4 

25.7 

26.8 

4.2 

5.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性

女性

女性は職業をもたない方がよい
結婚するまでは職業をもつ方がよい
子どもができるまでは、職業をもつ方がよい
子どもができても、ずっと職業を続ける方がよい
子どもができたら職業をやめ、成長した後、再び職業をもつ方がよい

80.0 

69.6 

33.6 

16.8 

16.0 

4.8 

5.6 

0.0 

8.0 

3.2 

0 20 40 60 80 100

休業期間中の代替要員の確保

休業者の周囲の従業員に対する業務負担の増大

休業期間中の賃金補償

休業者の復職時の受け入れ態勢の整備

制度の理解を進めるための取組

休業者の昇進・昇格の取扱い

休業者に対する教育訓練などの復職のための支援

その他

特に問題はない

無回答

(%)

【女性が職業をもつことについての考え】 

【育児・介護休業制度活用への課題】 

休業期間中の代替要員の確保 

休業者の周囲の従業員に対する業務負担の増大 

休業期間中の賃金補償 

休業者の復職時の受け入れ態勢の整備 

制度の理解を進めるための取組 

休業者の昇進・昇格の取扱い 

休業者に対する教育訓練などの復職のための支援 

その他 

特に問題はない 

無回答 
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（３）女性の社会進出について 

・女性の社会進出については、「条件が十分に整っていない」が 56.4％と 5 割以上となっています。 

 

 

資料：令和 6 年度「近江八幡市男女共同参画に関する市民意識調査アンケート調査結果報告書」より 

 

（４）女性活躍推進に関する取組 

・女性活躍推進に関する取組については、「業務に必要な知識や能力、資格取得のための教育や研修を性別

に関係なく実施している」が 51.2％と過半数を占め最も高く、次いで「仕事と家庭を両立するための制度を

充実させている」（41.6％）、「性別で評価が偏ることがないよう、人事考課基準を明確に定めている」

（28.0％）となっています。 

 

資料：令和 6 年度「近江八幡市男女共同参画に関する市民意識調査アンケート調査結果報告書」より  

6.1 56.4 33.5 

4.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

十分に条件整備ができている 条件が十分に整っていない わからない 無回答

【女性の社会進出について】 

【女性活躍推進に関する取組】 

 

51.2 

41.6 

28.0 

19.2 

13.6 

8.8 

10.4 

9.6 

9.6 

2.4 

17.6 

0.0 

0 20 40 60

業務に必要な知識や能力、資格取得のための教育…

仕事と家庭を両立するための制度を充実させている

性別で評価が偏ることがないよう、人事考課基準…

女性が少ない職場・職種への女性従業員の配置…

管理職や従業員に対し、女性活躍推進の重要性に…

女性の活躍推進の担当部局・者を設けるなど、事…

採用者に占める女性の割合・管理職に占める女性…

女性活躍推進に関するセミナー等に出席し、情報…

体力面での個人差を補う器具や設備等を設置する…

その他

特に何もしていない

無回答

(%)
業務に必要な知識や能力、資格取得のための教育や研
修を性別に関係なく実施している 

仕事と家庭を両立するための制度を充実させている 

性別で評価が偏ることがないよう、人事考課基準を明確
に定めている 
女性が少ない職場・職種への女性従業員の配置や意欲
と能力がある女性を積極的に採用している 
管理職や従業員に対し、女性活躍推進の重要性につい
て啓発を行っている 
女性の活躍推進の担当部局・者を設けるなど、事業所内
で推進体制を整備している 

採用者に占める女性の割合・管理職に占める女性の割
合等について目標を設定している 
女性活躍推進に関するセミナー等に出席し、情報収集を
行っている 

体力面での個人差を補う器具や設備等を設置する 

その他 

特に何もしていない 

無回答 
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５．ワーク・ライフ・バランス 

（１）ワーク・ライフ・バランスの認知度 

・事業所における「ワーク・ライフ・バランス」の認知度については、「内容についておおむね理解している」が

43.2％となっています。 

資料：令和 6 年度「近江八幡市男女共同参画に関する市民意識調査アンケート調査結果報告書」より 

（２）ワーク・ライフ・バランスの推進に関する取組 

・事業所における「ワーク・ライフ・バランス」の推進に関する取組については下記のとおりとなっており、柔軟な

働き方に関する取組の実施が高くなっています。 

 

 

資料：令和 6 年度「近江八幡市男女共同参画に関する市民意識調査アンケート調査結果報告書」より 

16.0 

22.4 

57.6 

67.2 

65.6 

85.6 

80.0 

36.8 

73.6 

7.2 

15.2 

34.4 

60.0 

2.4 

6.4 

44.0 

41.6 

4.8 

3.2 

6.4 

7.2 

10.4 

14.4 

6.4 

5.6 

14.4 

11.2 

10.4 

16.0 

16.8 

19.2 

4.8 

7.2 

12.8 

24.0 

10.4 

74.4 

65.6 

31.2 

19.2 

18.4 

8.0 

13.6 

45.6 

13.6 

76.0 

64.0 

43.2 

19.2 

87.2 

80.8 

37.6 

29.6 

78.4 

6.4 

5.6 

4.0 

3.2 

1.6 

0.0 

0.8 

3.2 

1.6 

6.4 

4.8 

5.6 

1.6 

5.6 

5.6 

5.6 

4.8 

6.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

在宅勤務制度

フレックスタイム制度

短時間勤務制度

時間外労働削減のための対策

育児休業取得の奨励

有給休暇取得の奨励

半日単位での有給休暇取得が可能

時間単位での有給休暇取得が可能

再雇用制度

ボランティア休暇

リフレッシュ休暇

相談・カウンセリング、メンタルケア

育児休業者への職場復帰支援

事業所内託児施設の整備・運営

育児に要する経費の経済的援助

子の看護休暇制度

介護休業者への職場復帰支援

介護に関する経費の経済的援助

柔
軟

な
働

き
方

休
業

・
ケ

ア
制

度
育

児
支

援
介

護
支

援

実施している 実施していないが、今後実施する予定 実施しておらず、実施予定もない 無回答

介
護
支
援 

【ワーク・ライフ・バランスの認知】 

【ワーク・ライフ・バランスの推進に関する取組】 

柔
軟
⡋
働
⠮
方 
休
業
❼⢅
⡶
制
度 

育
児
支
援 

43.2 36.0 20.0 

0.8 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

内容についておおむね理解している 内容についてなんとなく理解している
聞いたことはあるが内容はよく知らない まったく知らない（今回の調査で知った場合も含む）

 

在宅勤務制度 

フレックスタイム制度 

短時間勤務制度 

時間外労働削減のための対策 

育児休業取得の奨励 

有給休暇取得の奨励 

半日単位での有給休暇取得が可能 

時間単位での有給休暇取得が可能 

再雇用制度 

ボランティア休暇 

リフレッシュ休暇 

相談・カウンセリング、メンタルケア 

育児休業者への職場復帰支援 

事業所内託児施設の整備・運営 

育児に要する経費の経済的援助 

子の看護休暇制度 

介護休業者への職場復帰支援 

介護に関する経費の経済的援助 
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６．男女間の暴力等  

（１）DV（配偶者等からの暴力）の経験 

・「されたことがある」の項目では、「精神的・社会的な暴力」が 11.8％と最も高く、次いで、「身体的な暴力」

（6.5％）、「経済的な暴力」（3.2％）、「性的な暴力」（0.9％）となっています。 

 

資料：令和 6 年度「近江八幡市男女共同参画に関する市民意識調査アンケート調査結果報告書」より 

 

（２）DV（配偶者等からの暴力）への対応  
（*DV（配偶者等からの暴力）を「受けたことがある」・「見聞きしたことがある」人のみ回答） 

・DV（配偶者等からの暴力）への対応については、「支援を求めることができなかった」が男女ともに最も高く

なっており、男性では 41.6％と女性よりもやや高くなっています。 

 

資料：令和 6 年度「近江八幡市男女共同参画に関する市民意識調査アンケート調査結果報告書」より 

【配偶者等からの暴力の経験】 

【セクシュアル・ハラスメント、配偶者等からの暴力への対応】 

6.3%

6.7%

4.8%

5.7%

80.5%

86.0%

68.2%

73.2%

10.1%

5.8%

14.5%

14.1%

0.4%

0.5%

4.3%

2.7%

3.2%

0.9%

11.8%

6.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

経済的な暴力

性的な暴力

精神的・社会的な暴力

身体的な暴力

されたことがある したことがある 見聞きしたことがある いずれもない 無回答

41.6 

22.1 

13.0 

24.7 

2.6 

39.6 

31.7 

8.6 

18.7 

10.8 

0 10 20 30 40 50 60

支援を求めることができなかった。

私的に支援し、あるいは身近な人に支援を求めた。

公的機関に相談した。通報した。

その他

無回答

(%)

男性

女性

支援を求めることができなかった。 

私的に支援し、あるいは身近な人に支援を求めた。 

公的機関に相談した。通報した。 

その他 

無回答 



22 

（３）支援を求めることができなかった理由 

（*DV（配偶者等からの暴力）への対応について「支援を求めることができなかった」人のみ回答） 

・支援を求めることができなかった理由については、「相談しても無駄だと思ったから」が男女ともに最も高くな

っており、次いで男性は「相談するほどのことではないと思ったから」（37.5％）、女性は「だれにも言えなかっ

たから」（34.5％）となっています。 

 

資料：令和 6 年度「近江八幡市男女共同参画に関する市民意識調査アンケート調査結果報告書」より 

（４）暴力に関する相談先の認知度  

・暴力に関する相談先の認知度については、「警察」が 78.2％と７割以上を占め最も高く、次いで「弁護士」

（32.6％）、「市役所」（29.3％）となっています。 

 

 

資料：令和 6 年度「近江八幡市男女共同参画に関する市民意識調査アンケート調査結果報告書」より 

40.6 

15.6 

28.1 

37.5 

18.8 

15.6 

15.6 

12.5 

3.1 

41.8 

34.5 

32.7 

27.3 

7.3 

27.3 

14.5 

10.9 

1.8 

0 10 20 30 40 50

相談しても無駄だと思ったから

だれにも言えなかったから

どこ（だれ）に相談してよいのかわからなかったから

相談をするほどのことではないと思ったから

相談することで、仕返しを受けたりすると思ったから

自分さえ我慢すれば、なんとかこのままやっていけると

思ったから

自分にも悪いところがあると思ったから

その他

わからない

(%)

男性

女性

78.2 

32.6 

29.3 

23.4 

17.9 

17.4 

12.0 

6.2 

0.7 

8.5 

4.4 

0 20 40 60 80 100

警察

弁護士

市役所

女性の人権ホットライン

人権擁護委員・法務局など

滋賀県立男女共同参画センター

滋賀県子ども家庭相談センター（中央・彦根）

民間の機関

その他

どれも知らない

無回答

(%)

【支援を求めることができなかった理由】 

【暴力に関する相談先の認知度】 

どこ（だれ）に相談してよいのかわからなかったから 

だれにも言えなかったから 

相談しても無駄だと思ったから 

相談することで、仕返しを受けたりすると思ったから 

自分さえ我慢ずれば、なんとかこのままやっていけると思っ
たから 

自分にも悪いところがあると思ったから 

相談をするほどのことではないと思ったから 

その他 

わからない 

警察 

弁護士 

市役所 

女性の人権ホットライン 

人権擁護委員・法務局など 

滋賀県立男女共同参画センター 

滋賀県子ども家庭相談センター（中央・彦根） 

民間の機関 

その他 

どれも知らない 
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７．男女共同参画に関わる用語の認知度 

（１）男女共同参画に関わる用語の認知度 

・男女共同参画に関わる用語の認知度については、「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ※」、「クオータ制※」、

「ポジティブ・アクション」「男女共同参画おうみはちまん 2030 プラン-男女共同参画近江八幡市行動計画-」

において、認知度が１割以下となっています。一方で、「ストーカー規制法」「男女雇用機会均等法」「性的マイ

ノリティ・LGBTQ」の認知度は過半数を占めています。 

 

 

資料：令和 6 年度「近江八幡市男女共同参画に関する市民意識調査アンケート調査結果報告書」より 

  

65.0 

63.7 

55.3 

42.3 

31.1 

27.3 

17.4 

7.5 

7.1 

5.4 

2.8 

11.8 

5.8 

0 20 40 60 80

ストーカー規制法

男女雇用機会均等法

性的マイノリティ・LGBTQ

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護などに関す

る法律（DV防止法）

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）

近江八幡市男女共同参画推進条例

デートDV

男女共同参画おうみはちまん2030プラン－男女共同参

画近江八幡市行動計画－

ポジティブ・アクション（積極的改善措置）

クオータ制

リプロダクティブ・ヘルス/ライツ（生殖と性に関する

健康/権利）

どれも見聞きしたことがない

無回答

(%)

【男女共同参画に関わる用語の認知度】 

ストーカー規制法 

男女雇用機会均等法 

性的マイノリティ・LGBTQ 

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護などに関する
法律（DV 防止法） 

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和） 

近江八幡市男女共同参画推進条例 

デート DV 

男女共同参画おうみはちまん 2030 プラン-男女共同参画
近江八幡市行動計画- 

ポジティブ・アクション（積極的改善措置） 

クオータ制 

リプロダクティブ・ヘルス/ライツ（生殖と性に関する健康/
権利） 

どれも見聞きしたことがない 

無回答 
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８．近江八幡市が取り組むべき課題 

（１）男女共同参画発展のため、近江八幡市が取り組むべき課題 

・男女共同参画発展のため、近江八幡市が取り組むべき課題については、「保育サービスや、高齢者・介護サ

ービスを充実する」が最も高くなっており、『取り組むべき』（「取り組んでいくべき」と「どちらかといえば取り組

んでいくべき」の合計）は 92.5％となっています。 

 

  

資料：令和 6 年度「近江八幡市男女共同参画に関する市民意識調査アンケート調査結果報告書」より 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【近江八幡市が取り組むべき課題】 

73.9 

41.2 

42.8 

40.6 

49.9 

45.8 

48.2 

33.5 

34.2 

33.2 

18.6 

43.5 

40.0 

41.9 

34.1 

37.3 

37.6 

46.4 

44.8 

40.9 

0.5 

2.8 

4.2 

4.2 

4.2 

5.7 

3.5 

7.3 

7.7 

11.0 

1.1 

2.0 

2.6 

2.6 

1.9 

2.2 

3.0 

3.9 

3.6 

5.5 

5.9 

10.5 

10.5 

10.8 

10.0 

9.2 

7.8 

8.9 

9.7 

9.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

保育サービスや、高齢者・介護サービスを充実する。

男女共同参画が進むようにあらゆる制度の見直しを進

める。

女性を政策方針決定の場に積極的に登用する。

女性の参画意識の向上とリーダーの育成を図る。

職場における男女の均等な取扱いの周知徹底を行う。

女性の社会進出の促進

学習機会の充実

情報提供や交流の場、相談、研修会を実施する。

連携・協働

広報誌やパンフレットなどで、男女共同参画の広報啓

発を行う。

取り組んでいくべき どちらかといえば取り組んでいくべき

どちらかといえば取り組まなくてもよい 取り組まなくてもよい

無回答

保育のサービスや、高齢者・介護サービスを充実
する。 
 
男女共同参画が進むようにあらゆる制度の見直
しを進める。 
 
女性を政策方針決定の場に積極的に登用する。 
 
女性の参画意識の向上とリーダーの育成を図
る。 
 
職場における男女の均等な取扱いの周知徹底
を行う。 
 
女性の社会進出の促進 

 
学習機会の充実 

 
情報提供や交流の場、相談、研修会を実施する。 

 
連携・協働 

 
広報誌やパンフレットなどで男女共同参画の広
報啓発を行う。 
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９．2030 プランの中間評価  

2030 プランでは、計画の進捗管理のため、基本目標ごとに令和 12（2030）年度までの目標値を設定しま

した。下記に 2030 プランで掲げた目標値に対する達成状況を示しています。 

 ワーク・ライフ・バランス推進企業登録数や女性の代表または副代表のいる自治会の割合等、年々増加傾向に

ある項目もありますが、さらなる啓発が必要となる項目もあるため、今後も継続した事業の実施が求められます。 

 

指標 
基準値 

（令和 2 年度末） 
現状値 

（令和 7 年度） 
目標値 

（令和 12 年度） 

基本目標Ⅰ 一人ひとりの人権を尊重する意識づくり 

 

性別による固定的な役割分担意識にとらわれない人の割合 
（市民意識調査より） 

58.3％ 
（令和元年度） 

65.7％ 
（令和 6 年度） 

80％ 

男女共同参画に関するイベントへの参加者数 ― 92 人 200 人 

基本目標Ⅱ 誰もが個性と能力を発揮し、活躍できる環境づくり 

 
審議会等における女性委員の割合 
*指標は「審議会等における女性委員の割合が 40～60％である審議会等の割合」から修正 

26.7％ 26.2％ 50.0％ 

ワーク・ライフ・バランス推進企業登録数 
（県 HP：近江八幡市企業登録数より） 

33 事業所 51 事業所 70 事業所 

25～44 歳までの女性の労働力率 
（国勢調査より） 
*令和 7 年度国勢調査結果未集計のため、実績値なし 

*目標値は当初目標値 73％から 85％に修正  

78.9% - 85％ 

職場で男女の地位が平等と考える市民の割合 
（市民意識調査より） 

30.6％ 
（令和元年度） 

35.9％ 
（令和 6 年度） 

50％ 

女性が１人もいない審議会 8 件 14 件 0 件 
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指標 
基準値 

（令和 2 年度末） 
現状値 

（令和 7 年度） 
目標値 

（令和 12 年度） 

基本目標Ⅲ 誰もが安心して暮らせる仕組みづくり 

 

「デート DV（用語）」の認知度 
（市民意識調査） 

35.2％ 
（令和元年度） 

17.4％ 
（令和 6 年度） 

70％ 

男女間の暴力に関する相談先をひとつも知らない人の割合 
（市民意識調査） 

10.5％ 
（令和元年度） 

8.5％ 
（令和 6 年度） 

0％ 

基本目標Ⅳ 共に担い支えあう家庭・地域づくり 

 

女性の代表または副代表のいる自治会の割合 
*目標値は当初目標値 15％から 20％に修正  

7.8％ 16.0％ 20％ 

家庭生活での男女の地位が平等と考える市民の割合 
（市民意識調査） 

42.3％ 
（令和元年度） 

44.8％ 
（令和 6 年度） 

70％ 

地域社会での男女の地位が平等と考える市民の割合 
（市民意識調査） 

30.8％ 
（令和元年度） 

35.1％ 
（令和 6 年度） 

70％ 
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10．近江八幡市における男女共同参画の現状と課題～市民意識調査の結果から～ 

（１）各分野での男女平等・男女共同参画意識の浸透 

政治の場や社会全体の慣習等をはじめとした様々な分野で男女平等意識の差はみられ、依然として『男性

が優遇されている』と感じている方が多い状況です。「男女共同参画」は女性のためだけではなく、全ての人

が暮らしやすい社会の実現に向けて必要であることへの理解促進を図るなど、あらゆる分野での意識改革が

必要です。 

（２）固定的な男女の役割分担意識からの脱却 

「男性は仕事をし、女性は家庭を守るべき」という考えについて、おおむね年代が高くなるにつれ、『同感す

る』の割合が高くなっており、年代別で意識の違いがみられる結果となっています。また、家事・育児・介護等の

負担は依然として女性に集中している状況です。年代別での意識差や、家事・育児・介護等の負担について

の現状をふまえ、男性も家事・育児・介護等に積極的に参画するなど、固定的な男女の役割分担意識の解消

に向けて、啓発する必要があります。 

（３）ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた環境の整備 

女性の労働力率について、30～39 歳の割合が低くなっていますが、就業の考え方については、「子どもが

できても、ずっと職業を続ける方がよい」の回答が多くなっています。仕事と家庭生活の両立支援に向けて、育

児・介護休業制度の積極的な活用が期待されますが、全国的にも男性における制度利用の低さが問題となっ

ています。男女に関わらず、気兼ねなく育児・介護休業を取得できる職場環境づくりが重要です。 

他方では新型コロナウイルス感染拡大の影響を契機に、在宅ワークをはじめとした働き方について見直し

が進んでおり、新たな働き方に関する可能性がもたらされています。こうした社会情勢の変化もふまえながら、

仕事上の責任を果たすとともに、人生の各段階において、一人ひとりの希望する生き方を実現できるよう、各

世代に応じた労働環境の整備に向け一層の支援が必要です。 

（４）多様性の尊重とあらゆる暴力の根絶 

市民意識調査結果では、「性的マイノリティ・ＬＧＢＴ※」を『見聞きしたことがある』人が半数以上を占めてお

り、多様な性に関する用語の認知度は高まっている状況となっています。「ＬＧＢＴ」を含む性的マイノリティをは

じめ、年齢や障がいの有無、価値観等に関する差別・偏見をなくし、共に認め合い、尊厳を持って個人が生きる

ことのできる社会づくりに向けた意識啓発・教育活動のさらなる推進が必要です。 

また、配偶者等からの暴力については、DV をされたことがある、または見聞きしたことがある人の対処法と

して「支援を求めることができなかった」が最も多くなり、その理由として「相談しても無駄だと思った」「どこ

（だれ）に相談してよいのかわからなかった」が多くなりました。このことから、ＤＶの相談先や相談方法、どのよ

うな支援が受けられるのか等の情報が十分に認知されていないことが推察されるため、DV 相談機関につい

ての周知が必要です。また、多様化する暴力・人権侵害の早期発見・早期対応を含め、あらゆる人権侵害・暴

力を未然に防止する取組を強化していく必要があります。 
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第３章 計画の基本的な考え方 

１．近江八幡市のめざす姿 

近江八幡市は、近江盆地のほぼ中央部に位置し、豊かな水をたたえる琵琶湖と西の湖、湖東平野を見下ろす

山々からのすばらしい眺望を誇る風光明媚な土地です。そして、日本史の中でよく知られた歴史遺産を数多く抱

える伝統と文化のまちでもあります。加えて、まちの魅力は、そこに住まう人々が、こうした自然と文化を活かして元

気に暮らしていることからも醸し出されます。 

私たちのまちは、これまでも、古くから住み続けている人も新しく移り住んだ人も、互いに助け合い暮らしてきま

した。私たちは、そうした美風をさらに発展させ、市民一人ひとりが男女の分け隔てなく自分の能力を発揮し、老

いも若きもそれぞれの個性を輝かせ、男性であることや女性であるという以前に、人と人として交流し、互いのふ

れあいのなかでにぎわいを作り出すまちを築き上げていきます。 

そこで、私たちのめざす近江八幡市の姿を「一人ひとりが輝ける男女共同参画のまち・近江八幡」とします。 

「男女共同参画のまちづくり」のイメージとして、『一人ひとりが尊重され、自分らしく生きることができるまち』、

『誰もがあらゆる場面で個性や能力を発揮できるまち』を掲げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男女共同参画のまちづくりイメージ 

一人ひとりが尊重され、自分らしく生きることができるまち 

誰もがあらゆる場面で個性や能力を発揮できるまち 

～めざす将来像～ 

一人ひとりが輝ける男女共同参画のまち・近江八幡 
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２．基本理念 

近江八幡市男女共同参画推進条例に掲げられた基本理念は、市行政をはじめ、市民、事業者の全てが大切

にしなければならない男女共同参画推進にあたっての基本的な考え方です。市は、この基本理念に基づき、総合

的かつ計画的な推進を図ります。 

 

（１）男女の人権尊重（条例第３条第１号） 

人権の尊重は、男女共同参画社会の基礎をなす最も基本的な理念です。 

男女共同参画の推進にあたっては、性別による差別的な扱いを受けないように、個人としての尊厳が重んじ

られ、社会のあらゆる分野においてそれぞれの個性及び能力を発揮する機会が確保されることが必要です。 

 

（２）男女の社会における活動の自由な選択の保障（条例第３条第２号） 

社会におけるあらゆる分野において男女の固定的な役割分担を前提とした制度や慣行を、人権尊重の視

点に立って見直し、社会的性別（ジェンダー）※に起因する差別のない社会を実現しなければなりません。 

男女共同参画の推進にあたっては、性別による固定的な役割分担等を反映した制度及び慣行が見直され

るように、男女の社会における活動の自由な選択が保障されることが必要です。 

 

（３）政策・方針の立案・決定への共同参画（条例第３条第３号） 

活力ある豊かな社会を創っていくためには、男女が共に責任を持って積極的に参画していくことや、多様な

意見が意思決定の過程に反映されることが必要です。 

男女共同参画の推進にあたっては、男女が社会の対等な構成員として、市の施策及び事業者における方

針の立案及び決定に、共同して参画する機会を確保することが必要です。 

 

（４）家庭生活と社会生活の両立（条例第３条第４号） 

家事、育児、介護などを男女が互いに協力し合い、また、社会の支援も受けながら、家庭生活と職業や地域

活動との両立ができる社会を実現しなければなりません。 

男女が家庭において、相互の協力と社会の支援のもとに、子育て、家族の介護その他の家庭生活における

活動について、家族の一員としての役割を円滑に果たしながら、社会生活における活動を行うことができるよ

うにすることが必要です。 
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（５）男女の生涯にわたる健康な生活の推進（条例第３条第５号） 

妊娠や出産など性と生殖に関わることを尊重しながら、男女が、生涯にわたって心身ともに健康な生活を営

むことができる社会を実現しなければなりません。 

男女が対等な関係のもとに、互いの性についての理解を深めるとともに、安全な妊娠または出産について

双方の意思が尊重され、生涯にわたり健康な生活を営むことができるようにすることが必要です。 

 

（６）男女間におけるあらゆる暴力の根絶（条例第３条第６号） 

男女平等を確立するためには、男女が等しく個人として尊重される関係を築くことが前提となります。身体

的、精神的な暴力は、人権を著しく侵害するものであり、被害を受けた人に深刻な影響を与える重大な問題で

す。 

男女共同参画の推進にあたっては、セクシュアル・ハラスメント※及び配偶者等からの暴力をはじめ、男女間

におけるあらゆる暴力が人権侵害または犯罪であるとの認識のもと、その根絶をめざすことが必要です。 

 

（７）国際的な協調と外国人住民への理解（条例第３条第７号） 

男女共同参画の推進は、国際社会が取り組む事業の一つです。 

男女共同参画の推進にあたっては、国際的な協調精神のもとで、外国人住民への理解に努めることが必要

です。 
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３．計画の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

重要課題１ 男女共同参画に関する学習機会の充実 

①生涯学習・社会教育における男女共同参画の推進 

重要課題２ 男女共同参画を推進するための広報・啓発活動 

①男女共同参画のための広報・啓発活動の推進 

②家庭・地域における男女共同参画のための意識啓発 

重要課題３ 保育・教育の場における男女共同参画への配慮 

①学校等における男女共同参画教育の充実 

②保護者に対する男女共同参画推進の働きかけ 

重要課題４ 多様な価値観や生き方の理解促進 

①人権を尊重する社会づくりのための意識啓発 

②国際的な取組との協調 

 

重要課題１ 政策・方針決定の場への女性の参画の拡大 

①審議会等への女性の登用 

②企業や各種団体などの政策・方針決定の場への女性の参画促進  

重要課題２ 働く場での男女共同参画の推進 

①多様な生き方や能力を発揮するための支援 

②女性の就労支援、女性の管理職登用に向けた事業所への啓発 

③ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた職場環境づくり 

④女性の創業に向けた支援 

 

めざす姿 一人ひとりが輝ける男女共同参画のまち・近江八幡 

【基本目標Ⅰ】 

一人ひとりの人権を 

尊重する意識づくり 

【基本目標Ⅱ】 

誰もが個性と能力を発揮し 

活躍できる環境づくり 
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重要課題１ あらゆる暴力を許さない社会づくりの推進 

①暴力及びハラスメントを許さない社会意識の醸成 

②暴力及びハラスメント根絶のための対策及び被害者への支援 

重要課題２ 男女共同参画に関する相談・支援体制の整備 

①各種相談体制の整備・充実 

②多様な性の尊重と生涯にわたる健康支援 

 

重要課題１ 子育て・介護に係る支援施策の充実 

①家庭での子育て支援 

②地域ぐるみの子育て支援 

③介護負担を軽減する支援 

重要課題２ 地域社会においてあらゆる人が活躍する場の拡大 

①男女共同参画で取り組む地域活動の推進と支援 

②まちを守り、育てる諸活動における男女共同参画の推進 

重要課題３ 防災分野での男女共同参画の推進 

①男女共同参画の視点を取り入れた防災対策の推進 

 

重要課題１ 庁内推進体制の整備、強化 

①職員配置での男女共同参画の推進 

②庁内組織の整備 

③計画推進のための人材育成 

④国・県・他市町、関係機関との連携 

重要課題２ 計画の進捗管理及び評価 

①計画の進捗管理・評価体制の整備 

重要課題３ 市民、関係団体との協働 

①市民、関係団体との協働体制づくり 

②市政への意見の反映 

 

【基本目標Ⅲ】 

誰もが安心して暮らせる 

仕組みづくり 

【基本目標Ⅳ】 

共に担い支えあう 

家庭・地域づくり 

【推進体制】 

計画推進のための 

基盤の強化・充実 
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重要課題１ 男女共同参画に関する学習機会の充実 

重要課題２ 男女共同参画を推進するための広報・啓発活動 

重要課題３ 保育・教育の場における男女共同参画への配慮 

重要課題４ 多様な価値観や生き方の理解促進 

第４章 施策の展開 

基本目標Ⅰ 一人ひとりの人権を尊重する意識づくり 

 

 

市民意識調査結果をみると、「男性は仕事、女性は家庭」という考え方について、『同感しない』が半数以上を

占めている一方で、『同感する』という回答も２割を超えています*。加えて、男女の平等感については、特に「政治

の場」や「社会全体のしきたり・慣習・通念など」で『男性が優遇されている』と感じる割合が高くなっています。

また、性別にみると、各分野において女性は、男女が「平等である」と感じる割合が男性より低くなっており、性別

で意識の違いがみられます。加えて、平等感については年代でも違いがみられ、おおむね年代が上がるにつれて、

『男性が優遇されている』という回答が多くなっています。 

男女共同参画の推進の土台として、このような固定的な性別役割分担意識を改め、性別に関係なく一人ひと

りの人権を尊重し、男女共同参画についての正しい知識やその必要性を理解することが必要です。 

また、「ＬＧＢＴ」等の性的指向・性自認に関すること、高齢であること、障がいがあること、外国人であること等

を理由とした偏見・差別をなくし、多様性を尊重することも必要です。 

市民が一人ひとりの人権を尊重し、男女共同参画の意識を高めるために、各年代に応じた広報・啓発活動や

学習機会の提供等を推進していくことが重要です。 

*P15 3-（1）固定的な性別役割分担意識のグラフ参照 

 

 

一人ひとりの人権を尊重する意識づくりに関する取組として、下記を重要課題として施策を進めます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

指標 
基準値 

（令和２年度） 
現状値 

（令和 7 年度） 
目標値 

（令和 12 年度） 

１ 
性別による固定的な役割分担意識にとらわ
れない人の割合（市民意識調査）＊１ 

58.3％ 
（令和元年度） 

65.7％ 
（令和 6 年度） 

80％ 

２ 男女共同参画に関するイベントへの参加者数 ― 92 人 200 人 

        ＊１参考値（現状値）     国：64.8％（令和 6 年度男女共同参画社会に関する世論調査） 
滋賀県：74.1％（令和 6 年度男女共同参画社会づくりに向けた県民意識調査） 

現状と課題 

重要課題 

目標値 
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生涯学習・社会教育において、自立の意識を育み、一人ひとりの個性や能力を尊重して男女平等や相互理解

を推進するとともに、性別役割分担意識や男性らしさ・女性らしさ等のステレオタイプ※な考え方に関する無意識

の思い込み（アンコンシャス・バイアス）の解消をめざします。 

また、市民意識調査結果では、年代ごとに平等感の意識に違いがみられるため、各年代に応じた人権・男女

共同参画に関する学習内容を検討する必要があります。また、学習機会の提供方法についても、時間や場所を

選ばないオンライン形式での開催等、各年代に応じた効果的な開催方法を検討します。 

 

施策・事業 施策の内容 担当課 

１ 学習機会の提供・充実 

男女共同参画に関しての理解や、性別に関するス
テレオタイプな考え方の解消に向けて男女共同参
画に関するイベントや、住みよいまちづくり推進講座
の開催など、学習機会を提供します。 
また、各年代に応じた学習内容やオンラインの活用
など、開催方法について検討します。 

人権・市民生活課 
生涯学習課 

２ 
教育・学習の場に参加 
できるようにするための
環境の整備 

働く男女や子育て中の親などを含めて、あらゆる人
が生涯学習や社会教育の場に参加しやすいよう
に、開催日程や開催方法（オンラインの活用を含
む）、会場、一時保育実施などの配慮や工夫をしま
す。 

まちづくり協働課 
学校教育課 
生涯学習課 
全課 

  

重要課題１ 男女共同参画に関する学習機会の充実 

施策の方向① 生涯学習・社会教育における男女共同参画の推進 
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男女共同参画に関する市民の理解を深めるため、「男女共同参画週間」や各種イベント等の様々な機会や、

広報紙、ホームページ、パンフレット、ケーブルテレビ、ＳＮＳなど多様な媒体を通して、啓発・広報活動を推進しま

す。また、滋賀県の情報や事業所向けの情報なども提供できるよう、幅広く情報収集に努めます。 

また、近年の急速な情報通信技術の進展により、日々多くの情報が発信される中、人権問題や男女共同参画

の観点からも、メディア・リテラシー※の向上が非常に重要です。本市においても、性別の固定観念にとらわれな

い、多様なイメージを社会に浸透させるため、市の刊行物をはじめとする多様な広報媒体において、男女平等及

び人権尊重の視点に立った表現の推進に努めるとともに、社会教育や学校教育においてメディア・リテラシーの

育成・向上を図ります。 

 

施策・事業 施策の内容 担当課 

３ 

男女平等意識を高める
ための啓発活動や広報、
情 報 提 供 の 積 極 的 な 
展開 

広報紙やパンフレット、ＳＮＳ等の多様な媒体やイベ
ントを通じ、市民や事業者に向けて、市の男女共同
参画に関する取組や男女共同参画推進について啓
発します。 

秘書広報課 
人権・市民生活課 

４ 
男女共同参画に関する
調査・研究・情報収集 

男女共同参画に関する政策事例等について資料や
情報を収集、研究するとともに、市民や事業者が活
用できるように情報提供を行います。 
また、市民意識や実態を把握するため、計画改定時
には市民意識調査を実施し、計画の見直しや施策
の推進に活用します。 
併せて、市民が担う男女共同参画推進員の研修会
において、推進員への情報提供を行い、各自治会
での男女共同参画推進を支援します。 

人権・市民生活課 

５ 
市の刊行物等の男女平
等の視点に立った表現の
推進 

市の刊行物の内容や表現が男女の固定的な性別
役割分担意識や性差別を助長することのないよう
に、点検します。 

秘書広報課 
全課 

６ メディア・リテラシーの向上  

社会教育や学校教育などを通じて、メディアによる
情報を主体的に読み解き、活用できる能力の向上
をめざします。また、インターネットやＳＮＳの正しい使
い方や実際のトラブル事例等についても啓発する
講座等を開催し、人権意識の向上につながるよう努
めます。 
関係機関や青少年育成市民会議などの団体と連
携して、有害図書・ビデオ・ビラ等の氾濫を防止する
ための啓発・広報を進めます。 

学校教育課 
生涯学習課 
人権・市民生活課 

男女共同参画のための広報・啓発活動の推進 施策の方向① 

重要課題２ 男女共同参画を推進するための広報・啓発活動 
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市民意識調査結果をみると、家庭生活における役割分担は主に女性が担っている一方で、自治会・町内会活

動等の地域活動については主に男性が担っている結果となっており、家庭・地域における参画には性別による偏

りがみられます。ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて、女性だけでなく、男性も含めた働き方の見直しや、子育

て・介護等において男女が公平な立場で参画し、共に協力し合う関係の構築に向けた意識啓発を行います。ま

た、人生 100 年時代の到来を見据え、キャリア選択の学び直しなど、あらゆる人が充実した人生を送るための支

援を行います。 

 

施策・事業 施策の内容 担当課 

７ 
ワーク・ライフ・バランス 
の実現に向けた意識啓発 

家庭や地域、職場それぞれの分野において、ワー
ク・ライフ・バランスの重要性を認識できるよう、関
連イベントの広報、市 HP における情報発信などあ
らゆる手法を活用して啓発に努めます。 

人権・市民生活課 
商工振興課 

８ 
家族が協力して家庭生
活を営むための意識啓
発と学習機会の提供 

「男は仕事、女は家事・育児・介護」といった固定的
な性別役割分担意識を解消し、家庭生活を男女が
共に担う意識啓発や学習機会の提供に努めます。 
また、「子育てフェスタ」等、家族で参加できる講座
の実施やＰＴＡ等と連携した情報発信等を行いま
す。 

人権・市民生活課 
生涯学習課 
学校教育課 
こども家庭センター 

９ 
男女による地域参画の
意識啓発 

男女に関わらず、一人ひとりが地域を支える一員
であることの自覚を促し、市民の活動や交流を男
女が対等な立場で共に支えるという意識啓発を進
めます。 
また女性の役員への参画促進や、地域活動への参
加促進の工夫など、女性の参画に関する好事例の
紹介等を行います。 

人権・市民生活課 
まちづくり協働課 
生涯学習課 

10 
男女による介護参画の
意識啓発 

介護に関する講座の開催等を通じて、介護は、男
女が共に担うという意識啓発を進めます。 

長寿福祉課 
生涯学習課 

  

家庭・地域における男女共同参画のための意識啓発 施策の方向② 
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子どもの成長発達過程において、適切な男女平等教育や人権の尊重についての教育を行います。固定的な

性別による偏った考え方や思い込みにとらわれず、様々な生き方を認め合い、かつ、主体的に選択できるよう、乳

幼児期からの教育と指導により、柔軟で差別意識のない共生社会における男女共同参画教育を充実します。 

 

施策・事業 施策の内容 担当課 

11 
発達段階に応じた学習
指導の充実 

乳幼児期から発達段階に応じて、体系的に男女平
等と男女の人権の尊重や SRHR※、多様な性等に
ついての教育を推進します。 
学校等での教科指導、生活指導、進路指導など学
校教育全体を通じて、男女共同参画の重要性をは
じめ、様々な働き方・学び方・生き方を認め合い、か
つ、主体的に選択できるよう、啓発を行います。 

幼児課 
学校教育課 

12 副読本の活用 
県等が発行する副読本等を活用し、男女共同参画
推進にかかる教育の充実を図ります。 

学校教育課 

13 
性の多様性に配慮した
環境の整備 

教育の場においても、性の多様性に配慮した環境
整備に努めます。 

学校教育課 
幼児課 

   ※SRHR…セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス・ライツ（性と生殖に関する健康と権利） 

 

 

子どもだけでなく、保護者においても、性別におけるステレオタイプな考え方やアンコンシャス・バイアスを認知・

理解し、子どもの多様な生き方の支持につなげていけるよう、懇談会や講演会などを通じて、人権や男女共同参

画の考え方を啓発します。 

 

施策・事業 施策の内容 担当課 

14 保護者への意識啓発 

男女平等と男女の人権の尊重について、懇談会や
講演会などの学習する場・意見交換する場を設置
するとともに、ＰＴＡ等を通じて情報提供を行います。 
また、積極的に参加してもらえるよう、内容を検討し
ます。 

幼児課 
学校教育課 
生涯学習課 

  

重要課題３ 保育・教育の場における男女共同参画への配慮 

学校等における男女共同参画教育の充実 施策の方向① 

保護者に対する男女共同参画推進の働きかけ 施策の方向② 
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 LGBT 等の性的指向や性自認に関わること、高齢であること、障がいがあること、外国人であること等による偏

見や差別をなくし、多様な価値観や生き方を認め合える社会をめざして、意識啓発・教育活動を推進します。 

 

施策・事業 施策の内容 担当課 

15 
多様な性や家族のあり
方の理解促進 

多様な家族の形を認め合い誰もが安心して暮らせ
る社会づくりのために、また、性的マイノリティである
ことを理由にその権利が侵害されることがなく、性
の多様性を認め合える社会づくりのために広報、学
習機会の提供を充実します。 

人権・市民生活課 
学校教育課 

16 
性的指向や性自認に 
関する相談支援の充実 

性的指向や性自認について、悩みを抱える人を対
象とした、相談窓口の紹介等の支援を行うととも
に、パートナーシップ宣誓制度の周知を図ります。 
また、「LGBT などの性的マイノリティへの応対サポ
ートハンドブック」等を活用し、性的マイノリティに配
慮した環境整備や市民対応に努めます。 

人事課 
人権・市民生活課 
全課 

17 
高齢者、障がい者、外国
人等の人権の尊重 

一人ひとりが社会の構成員として、社会とのつなが
りを持ちながら充実した生活を送れるよう支援する
とともに、幅広い年代層への研修会講演会等を実
施し、高齢者・障がい者・外国人等への理解を促進
します。 

まちづくり協働課 
人権・市民生活課 
障がい福祉課 
長寿福祉課 

 

 

 

 ＳＤＧｓをはじめとする世界的な男女共同参画の潮流を把握し、本市の施策等にも反映します。また、「国際女性

デー」や「女性に対する暴力なくす運動（パープルリボン運動）」等の国際的な取組に協調した啓発活動を推進

します。 

 

施策・事業 施策の内容 担当課 

18 
国際的な男女共同参画
の取組への協調 

「国際女性デー」や「女性に対する暴力をなくす運
動」等に協調し、あらゆる手法を活用して広報・啓
発活動を行い、女性の人権への意識啓発を図りま
す。 

人権・市民生活課 
こども家庭センター 

重要課題４ 多様な価値観や生き方の理解促進 

人権を尊重する社会づくりのための意識啓発 施策の方向① 

国際的な取組との協調 施策の方向② 
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重要課題１ 政策・方針決定の場への女性の参画の拡大 

重要課題２ 働く場での男女共同参画の推進 

基本目標Ⅱ 誰もが個性と能力を発揮し活躍できる環境づくり 

 

 

近年、女性活躍推進に向け様々な取組が進められていますが、市民意識調査結果をみると、日常の家庭生活

における主な役割分担では、家事・育児・介護等の全ての項目で、現状、主に女性が負担している状況となって

います。また、女性の社会参画のための必要な条件が「十分に整っていない」と回答している人が６割以上となっ

ています。 

性別に関わらず、あらゆる人が暮らしやすい社会を実現するために、様々な分野における男女共同参画をさら

に拡大していくことが重要です。政策・方針決定の場における女性の登用の推進やワーク・ライフ・バランスの実

現に向けて取組を一層推進していくことが求められます。 

 

 

 

誰もが個性と能力を発揮し活躍できる環境づくりに関する取組として、下記を重要課題として施策を進めます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

指標 
基準値 

（令和２年度） 
現状値 

（令和 7 年度） 
目標値 

（令和 12 年度） 

１ 審議会等における女性委員の割合 26.7％ 26.2％ 50％ 

２ 
ワーク・ライフ・バランス推進企業
登録数（近江八幡市企業登録
数） 

33 事業所 51 事業所 70 事業所 

３ 
25～44 歳までの女性の労働力
率（国勢調査）＊２ 

78.9％ ― 85％ 

４ 
職場で男女の地位が平等と考え
る市民の割合（市民意識調査）＊３ 

30.6％ 35.9％ 50％ 

５ 女性が１人もいない審議会 8 件 14 件 0 件 

＊２参考値（現状値）     国：80.9％（令和 2 年国勢調査） 
                          滋賀県：79.5％（令和 2 年国勢調査） 

＊３参考値（現状値）     国：25.8％（令和 6 年度男女共同参画社会に関する世論調査） 
                          滋賀県：35.9％（令和 6 年度男女共同参画社会づくりに向けた県民意識調査） 

現状と課題 

重要課題 

目標値 
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あらゆる分野において、男女が共に参画することは、豊かで活力ある持続可能な社会に寄与することから、性

別や配属、肩書きなどにとらわれず、積極的に幅広い人材の採用・登用に努めます。 

 

施策・事業 施策の内容 担当課 

19 
審議会等の女性委員の
積極的登用の促進 

審議会等への女性の積極的な参画を進めるため、
推薦団体への女性推薦の協力要請や市民公募制
の活用促進を行います。 

人権・市民生活課 
全課 

 

 

豊かで活力ある持続可能な社会の実現に向けて、企業・各種団体に対する女性の参画拡大を促進するため

の広報・啓発活動を実施します。また、依然として本市における自治会の女性の参画人数が少ないことから、自

治会において男女共同参画への理解を深めるための研修等を実施します。 

 

施策・事業 施策の内容 担当課 

20 

事業所に対する積極的
改善措置（ポジティブ・ア
クション）に関する情報提
供と啓発 

誰もが働きやすい社会の実現に向け、オンラインの
活用をはじめとした仕事と家庭生活の両立をふま
えた働き方や、女性の登用を図るための積極的改
善措置（ポジティブ・アクション）の必要性について、
関連イベントの広報、市 HP における情報発信など
あらゆる手法を活用して、事業所や、その事業主な
どのトップ層への啓発に努めます。 

商工振興課 

21 
各種団体等の方針決定
の場への女性の参画促
進に向けた働きかけ 

各種団体や地域活動団体等において、方針決定の
場への女性参画が進むよう、関係機関と連携を図
りながら、固定的な性別役割分担意識の解消や女
性登用について働きかけます。 
また、自治会に設置している男女共同参画推進員
による研修会を実施し、女性参画の重要性につい
て理解を促進します。 

まちづくり協働課 
人権・市民生活課 

 

  

重要課題１ 政策・方針決定の場への女性の参画の拡大 

審議会等への女性の登用 施策の方向① 

企業や各種団体などの政策・方針決定の場への女性の参画促進 施策の方向② 
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性別に関係なく、全ての人が生き生きと働くことができる環境づくりに向けて、一人ひとりの能力を生かした仕

事や人事制度を構築するダイバーシティ・マネジメント※の考えに基づき、権限移譲（エンパワーメント）※、就業条

件、雇用環境の適正化の整備を推進し、また、セクシュアル・ハラスメントやマタニティ・ハラスメント※だけでなく、

育児休業を取得する男性に対して嫌がらせを行うパタニティ・ハラスメント※等を含め、様々なハラスメントの防止

に向けた啓発活動を進めます。 

 

施策・事業 施策の内容 担当課 

22 
労働に関する法制度等
の周知 

女性労働者が男性労働者と均等な雇用機会と待
遇の平等を保障され、個人としての能力が発揮で
きるよう、事業主、人事労務担当者、労働者に対し
て「改正男女雇用機会均等法」、「労働基準法」な
どの法律の一層の周知を図ります。 
パートタイム労働者や派遣就業者の処遇と労働条
件の向上のため、「短時間労働者及び有期雇用労
働者の雇用管理の改善等に関する法律」や人材派
遣に関わる法律、指針の周知を図ります。  
また、在宅で働く人の権利が守られるよう、「在宅ワ
ークの適正な実施のためのガイドライン」の周知を
図ります。 

商工振興課 

23 
働く場での意識改革の
推進 

市および「近江八幡市企業内人権問題推進連絡
会」が実施する各種事業の開催および商工団体を
はじめとする関係機関との情報連携を通じて、働く
場での男女平等を進めるため、あらゆる機会を通じ
て啓発に努めます。 
また、啓発教材の貸出について周知する等、事業所
における人権・男女共同参画に関する研修の開催
支援に努めます。 

商工振興課 

24 
様々なハラスメント防止 
に対する取組の充実 

関係機関と連携しながら、研修会をはじめ、あらゆ
る機会を通じて様々なハラスメント防止に向けた啓
発に努めます。併せて、啓発教材の貸出について周
知する等、事業所におけるハラスメント防止研修の
開催支援に努めます。 
また、ハラスメントに関する相談担当者の設置につ
いて事業所等に働きかけるとともに、必要に応じて
国や県の公共機関の相談窓口について市民への
周知を行います。 

商工振興課 
人権・市民生活課 

重要課題２ 働く場での男女共同参画の推進 

多様な生き方や能力を発揮するための支援 施策の方向① 
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25 
農山漁村女性の交流会
及び研修会等を通じて
の社会的機運の醸成 

県等が開催する交流会及び研修会等を周知し、農
山漁村女性が農林水産業の重要な担い手である
ことを正しく認識し、適正な評価への社会的機運を
高め、農山漁村女性の社会参画を支援します。 

農業振興課 

26 
女性の経済的地位の向上 
と就業条件・環境の整備 

農林水産業や商工自営業等に従事する女性が持
てる能力を十分に発揮でき、男性と対等に経営や
地域づくりに参画できるよう、就業環境や就業条件
の改善を図るため、各種助成金制度等の情報提供
や啓発を進めます。 

農業振興課 
商工振興課 

 

 

 

働きたい女性が個々の希望やライフスタイルに応じた就労を実現できるよう、就労に関する各種情報の提供を

行うとともに、女性の就労に関する様々な支援をワンストップで行う「滋賀マザーズジョブステーション」（滋賀県

立男女共同参画センター内）等との連携を強化します。また、働きたい女性のエンパワーメントを目的にキャリア

カウンセリング※等の相談事業を実施するとともに情報提供に努め、職場において管理職や役員として能力の発

揮ができるよう事業所に対し積極的に働きかけます。 

 

施策・事業 施策の内容 担当課 

27 
女性の就労に関する
様々な情報提供 

滋賀マザーズジョブステーションやハローワーク等
の関係機関との連携を強化し、女性のための就労
に関する情報提供を行います。また、周知にあたり、
定期的な行政番組や自治会の回覧での広報等、多
様な媒体の活用に努めます。 

こども家庭センター 
商工振興課 

28 
キャリアカウンセリング 
等の相談事業 

様々なライフステージにいる各々の女性のケースに
応じて、専門のキャリアコンサルタントによるキャリア
プランの作成助言や労働に関する悩みの相談を行
うキャリアカウンセリングを実施します。また、周知に
あたり、定期的な行政番組等での広報に努めます。 

商工振興課 

29 女性の管理職登用の推進 

管理職として経験や能力が十分に発揮できるよう
資質向上のための学習の場の提供を積極的に行う
よう事業所に働きかけるとともに、関連イベントの情
報提供等に努めます。 

商工振興課 

 

女性の就労支援、女性の管理職登用に向けた事業所への啓発 施策の方向② 
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男女が共に仕事と生活の調和を図れるよう、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた就労環境づくりを促進し

ます。育児・介護のための制度や規定の導入をより一層推進し、心身の健康を保つため過労を防止し、ライフス

テージに見合った多様な働き方が選択できるように、事業所等に対して普及と啓発を行います。また、テレワーク

の導入やオンラインの活用等、多様で柔軟な働き方に向けた啓発、支援を行います。 

 

施策・事業 施策の内容 担当課 

30 
育児・介護のための休業 
取得の男女平等の推進 

事業所に対し、「育児・介護休業法」の周知を図る
とともに、女性だけでなく男性においても育児・介護
休業の取得率を高めるため、チラシ・パンフレット等
で啓発を行います。 
併せて、取得後、復帰しやすい職場環境づくりに努
めるよう働きかけ、「両立支援等助成金」などの情
報提供を通じて支援します。 
また、取得等を理由に解雇や不利益な扱いが行わ
れないよう、「改正男女雇用機会均等法」の周知を
図ります。 

商工振興課 

31 過労働の防止 

「過労死等の防止のための対策に関する大綱」を
ふまえ、事業所に対し、働く男女が仕事と家庭やそ
の他の生活を調和させ、希望する生き方ができるよ
う、労働時間や年次有給休暇の取得だけでなく、特
別休暇、メンタルヘルス対策 、育児・介護支援とい
ったワーク・ライフ・バランス推進の取組について啓
発します。 
また、過労死等防止啓発ポスターの掲示や相談窓
口の周知を通じて、市民に対して過労死防止の重
要性の周知を図ります。 

商工振興課 
健康推進課 

32 
多様な就業ニーズへの
対応 

短時間勤務制度やフレックスタイム制など、多様な
働き方に関する情報提供や相談窓口の周知を行
い、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた啓発に
努めます。 

商工振興課 

33 
テレワークの活用促進に
向けた啓発 

仕事と生活の両立を進める手法の１つとして、テレ
ワーク導入促進の啓発および相談窓口の周知に努
めます。 

商工振興課 

 

 

 

 

  

ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた職場環境づくり 施策の方向③ 
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女性の活躍推進に向けた支援体制を整備するため、創業を志す女性に向けた講座や交流の場、ロールモデ

ルの情報提供などを行います。 

 

施策・事業 施策の内容 担当課 

34 
創業に向けた講座や 
交流の場の充実 

創業しようとする女性に対し、関係機関と連携を図
りながら学習の場や創業に関する情報、ロールモデ
ルについての情報提供を行います。 

商工振興課 

女性の創業に向けた支援 施策の方向④ 
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重要課題１ あらゆる暴力を許さない社会づくりの推進 

重要課題２ 男女共同参画に関する相談・支援体制の整備 

基本目標Ⅲ 誰もが安心して暮らせる仕組みづくり 

 

 

市民意識調査結果をみると、配偶者等からの暴力やセクシュアル・ハラスメントを受けたり、見聞きした際に、

「支援を求めることができなかった」という回答が最も多く、また、その理由として「相談しても無駄だと思った」が

最も多く、次いで「どこ（だれ）に相談してよいのかわからなかった」が多くなりました。 

加えて、新型コロナウイルス感染症拡大時には、精神的な暴力も含め、家庭内の暴力増加したことなどから、

非常時においても機能する相談支援手法の確立が課題です。 

ＳＮＳなどの新たなコミュニケーションツールの広がりに伴う言葉の暴力等、多様化する暴力の形態について、

重大な人権侵害であるという認識を共有し、暴力根絶に向けた基盤づくりの強化を図る必要があります。 

 

 

 

 

誰もが安心して暮らせる仕組みづくりに関する取組として、下記を重要課題として施策を進めます。 

  

 

 

 

 

 

 

指標 
基準値 

（令和２年度） 
現状値 

（令和 7 年度） 
目標値 

（令和 12 年度） 

１ 
「デートＤＶ（用語）」の認知度 
（市民意識調査）＊４ 

35.2％ 17.4％ 70％ 

２ 
男女間の暴力に関する相談先を
ひとつも知らない人の割合（市民
意識調査） 

10.5％ 8.5％ 0％ 

＊４参考値（現状値） 滋賀県：47.0％（「内容まで知っている」の回答割合） 
（令和 6 年度男女共同参画社会づくりに向けた県民意識調査） 

 

 

現状と課題 

重要課題 

目標値 
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あらゆる形態の暴力やハラスメントを許さない社会づくりに向けた啓発活動を推進します。配偶者等からの暴

力をはじめ、性犯罪や虐待等の防止のため、個人や家庭の問題として見過ごされないよう、学校や企業等を対

象とした啓発や学習機会を提供します。女性、子ども、高齢者、障がい者、性的指向・性自認等に対する差別や

暴力、ハラスメントの実態や問題点を啓発し、未然に防止するとともに、あらゆる犯罪防止に向け、警察と連携し

た取組を図ります。 

 

施策・事業 施策の内容 担当課 

35 
暴力及びハラスメントを
許 さ な い 社 会 づ く り に 
向けた啓発 

女性、子ども、高齢者、障がい者、性的指向・性自
認などに対する差別や暴力、いじめ、体罰等様々な
ハラスメントは、重大な人権侵害であることや、暴力
が起こる社会的背景についての理解が深められる
よう、啓発活動を進めます。  
また、精神的・経済的な暴力やデートＤＶなど様々
な暴力の形態について、周知に努めます。 

人権・市民生活課 
こども家庭センター 
学校教育課 
商工振興課 

36 
性犯罪、虐待防止のため
の啓発、学習機会の提
供 

あらゆる暴力のない社会をめざして、痴漢をはじめ
とする性犯罪、売買春、ストーカー行為、配偶者等
からの暴力や低年齢者に対する虐待、高齢者に対
する虐待、障がい者に対する虐待などの実態や問
題点についての講演会や学習機会の提供に努め
ます。 
また、子どもや若者が性犯罪・性暴力の被害者・加
害者・傍観者にならないよう、発達段階に応じて
SRHR について学び、生命や人権を大切にする意
識を醸成できるように努めます。 

健康推進課 
幼児課 
こども家庭センター 
人権・市民生活課 
長寿福祉課 
障がい福祉課 
学校教育課 

37 
犯罪防止に向けた情報
提供の充実 

警察と連携し市公式 LINE 等での不審者情報の
発信など、犯罪防止に向けた情報提供の充実を図
ります。 

人権・市民生活課 

  

重要課題１ あらゆる暴力を許さない社会づくりの推進 

暴力及びハラスメントを許さない社会意識の醸成 施策の方向① 
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暴力やハラスメント等の被害にあった際に、迅速かつ適切な支援を行えるよう、相談機関、支援機関の広報・

啓発活動に努めます。また、暴力やハラスメント等の被害者が、さらなる被害に遭うことのないように、被害状況に

配慮しながら、自立生活の回復に向けた相談や支援を行います。 

また、被害者が自身の状態や不安について、相談しやすい体制づくりの構築に向け、県や警察、関連する諸機

関とのネットワークづくりを進め、総合的な支援体制の整備に努めます。併せて、新型コロナウイルス感染症をは

じめとした非常時においても相談できる手法を検討します。 

 

施策・事業 施策の内容 担当課 

38 
暴力及びハラスメントに
関する相談先の広報・ 
啓発 

多様な媒体を活用し、暴力やハラスメント等の被害
にあった際の相談窓口について、周知に努めます。 

人権・市民生活課 
こども家庭センター 
商工振興課 
学校教育課 

39 
暴力及びハラスメント被
害者に対する相談、支援
体制の充実 

被害者の心身の状況に十分に配慮し、回復するた
めの支援を進めるとともに、被害者がさらなる被害
（二次被害）に遭うことのないよう、相談しやすい体
制の整備を図ります。 
また、被害者に対して支援を行う機関やグループの
情報を収集し、提供します。 

人権・市民生活課 
こども家庭センター 

40 

配偶者等からの暴力及
びハラスメント等被害者
に対する相談、支援体制
の充実 

県や警察、病院、関係諸機関等と連携した支援ネッ
トワークづくりを進め、相談、一時緊急保護などトー
タルな支援体制の整備に努めます。 

こども家庭センター 

41 新たな相談手法の検討 
非常時においても、暴力・ハラスメントに関する相談
ができるよう、電話相談やメール、ＳＮＳ等を活用し
た相談手法を検討します。 

人権・市民生活課 
こども家庭センター 

暴力及びハラスメント根絶のための対策及び被害者への支援 施策の方向② 
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各種の相談が必要な市民の属性を想定し、窓口や体制を整備するとともに、専門分野の担当や相談員、機関

からの相談が受けられるよう、連携を強化し包括的な支援体制を構築します。本市の分野別関連計画とも併せ

て、子どもやその保護者、高齢者、障がい者、外国人等、誰もが相談しやすい体制づくりを強化し、対応について

も充実します。 

 

施策・事業 施策の内容 担当課 

42 
子育てに関する相談 
体制の充実 

「子ども・子育て支援事業計画」に基づいて、育児
不安等の軽減を図るため、利用者支援事業、教育
相談室等、身近な場で相談や情報が得られるよう
支援します。複雑化・複合化した相談内容について
は、関係各課との連携により、包括的な支援を実施
します。 

こども家庭センター 
健康推進課 
学校教育課 

43 
高齢者に関する相談 
体制の充実 

相談体制の強化に向け、全ての職員が基本的な相
談内容に対応できるよう研修を行うとともに、地域
包括支援センターとの連携を強化します。 
また、専門的な相談に対応できるよう窓口相談の
専門職員の配置に努めます。 

長寿福祉課 
介護保険課 
保険年金課 

44 
障がい者に関する相談
体制の充実 

経済的問題や生活問題、心配ごと、様々なハラスメ
ントに関して、相談しやすい体制を充実し、障がい
者本人だけでなく、家族に対しても支援します。 
また、様々な相談に対応できるよう、性別に偏らな
い相談員の配置に努めます。 

障がい福祉課 

45 
外国人住民に関する相談 
体制の充実 

外国人住民への多言語での情報提供及び日常の
悩みや暴力に関する相談窓口を充実します。 
また、窓口等におけるやさしい日本語の普及や、通
訳・自動翻訳機による多言語への対応に努めま
す。 

まちづくり協働課 

重要課題２ 男女共同参画に関する相談・支援体制の整備 

各種相談体制の整備・充実 施策の方向① 



49 

 

 

 男女共同参画の観点から、一人ひとりの市民の生命の尊厳を守るため、多様な性と、SRHR（性と生殖に関す

る健康と権利）を啓発します。生涯にわたる健康支援に向け、正しい知識を学習する機会を提供するとともに、性

差やライフステージに応じた啓発や健康管理の実践を推進します。 

 

施策・事業 施策の内容 担当課 

46 
多様な性に関する学習
機会の充実 

男女が共に心と身体の健康について正しい知識を
身につけるため、多様な性と SRHR についての学
習機会の充実を図ります。また、命の大切さを学ぶ
機会を提供します。 
学校においては、外部講師による指導だけでなく、
教員が主体的に授業を展開できるように、指導計
画の見直しを行います。 

健康推進課 
学校教育課 

47 
年齢に応じた健康に対する 
啓発 

思春期、妊娠・出産期、更年期、高齢期など、それぞ
れの時期に応じた疾病などについて健康診査や相
談を充実するとともに、健康、体力づくりの啓発と事
業を通して自己管理意識を高めていきます。併せ
て、心の健康問題や生活習慣病予防への対策を充
実します。  
また、あらゆる人がスポーツに親しむ環境づくりな
ど、スポーツ活動の推進に努めます。 

健康推進課 
総合医療センター 
学校教育課 
スポーツ推進課 

多様な性の尊重と生涯にわたる健康支援 施策の方向② 
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重要課題１ 子育て・介護に係る支援施策の充実 

重要課題２ 地域社会においてあらゆる人が活躍する場の拡大 

重要課題３ 防災分野での男女共同参画の推進 

基本目標Ⅳ 共に担い支えあう家庭・地域づくり 

 

 

市民意識調査結果をみると、家事・子育て・介護などでは主に女性が担っている一方で、自治会・町内会の会

合などの地域活動ではおおむね男性が担うことが多い状況です。地域活動に女性リーダーが少ない理由として

は、「これまでの慣習やしきたりで、リーダーには男性が就任してきたから」、「女性は責任のある役を引き受けた

がらないから」、「女性は家事や仕事で忙しいから」といった回答が多くなっています。 

また、新型コロナウイルス感染症の影響により、テレワーク導入やオンライン活用といった働き方の見直しが行

われているとともに、地方移住への関心も高まっています。こうした意識と行動の変化をふまえ、地方との関わりを

希望する女性の受け入れなど、多様な生き方を支えるための環境整備が重要です。 

ワーク・ライフ・バランスの実現や活力ある地域社会の構築のために、家庭・地域における男女共同参画は重

要です。男女がともに公平な立場で参画できる家庭・地域づくりに向けた取組を一層推進する必要があります。 

 

 

 

共に担い支えあう家庭・地域づくりに関する取組として、下記を重要課題として施策を進めます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

指標 
基準値 

（令和２年度） 
現状値 

（令和 7 年度） 
目標値 

（令和 12 年度） 

１ 
女性の代表または副代表のいる
自治会の割合 

7.8％ 16.0％ 20％ 

２ 
家庭生活での男女の地位が平等
と考える市民の割合（市民意識調
査）＊５ 

42.3％ 44.8％ 70％ 

３ 
地域社会での男女の地位が平等
と考える市民の割合（市民意識調
査）＊６ 

30.8％ 35.1％ 70％ 

＊５参考値（現状値）     国：30.0％（令和 6 年度男女共同参画社会に関する世論調査） 
                          滋賀県：40.2％（令和 6 年度男女共同参画社会づくりに向けた県民意識調査） 

＊６参考値（現状値）     国：40.3％（令和 6 年度男女共同参画社会に関する世論調査） 
                          滋賀県：30.5％（令和 6 年度男女共同参画社会づくりに向けた県民意識調査） 

現状と課題 

重要課題 

目標値 
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子育てについて、男女が共に産み育てられるような啓発と支援を行います。とくにプレママ、プレパパのための

出産前レッスンの機会等を設け、男性の育児休業取得を含め、男女ともに子育てに前向きに取り組むための有

効な情報提供や講習を実施します。さらに、子ども・子育て支援の観点からも、児童・生徒が乳幼児とのふれあい

体験をもてるような機会を提供し、早期から子どもを産み育てることへの喜びや楽しみを感じられるよう啓発を進

めます。また、ひとり親家庭に配慮した取組を推進し、経済的、精神的な負担感の軽減に向けて支援します。 

 

施策・事業 施策の内容 担当課 

48 男女の育児学習の推進 

出産や育児に前向きに取り組めるよう、出産前から
のレッスン教室の開催などを充実し、保護者が参
加しやすい開催方法を検討します。また、男性の育
児休業取得を促進するため、育児休業制度や産後
パパ育休の周知に努めます。 
また、中学生の｢幼児ふれあい体験｣等を通じて、男
女とも早い段階から乳幼児に接する機会を提供し
ます。 

こども家庭センター 
健康推進課 
学校教育課 

49 ひとり親家庭への支援 

経済的・精神的に負担の大きい母子・父子家庭な
どが生活基盤の安定を図り、仕事・子育てともに充
実した生活を営むことができるよう相談支援体制
を強化するとともに、児童扶養手当をはじめとした
経済的支援の確実な実施に努めます。 

こども家庭センター 

  

重要課題１ 子育て・介護に係る支援施策の充実 

家庭での子育て支援 施策の方向① 
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仕事と家庭生活を両立しながら、男女が共に子育てに前向きに取り組めるよう、子育て支援サービスの充実

や、地域における身近な保護者の交流の場の確保に努めます。また、子育て援助のニーズに対応できるような体

制の構築にも努めます。 

 

施策・事業 施策の内容 担当課 

50 
多様な子育て支援サー 
ビスの充実、体制の整備 

「子ども・子育て支援事業計画」に基づき、居宅サ
ービスや保育サービスの充実を図り、子育ての援
助を受けたい人のニーズに対応できる体制の構築
に努めます。 
また、育児の援助を「行いたい人（提供会員）」と
「受けたい人（依頼会員）」の調整を行う、ファミリ
ー・サポート・センター事業の新規会員確保に向け
た広報に努め、多様なネットワークを拡充できるよ
う支援します。 

こども家庭センター 
幼児課 
まちづくり協働課 
保険年金課 

51 保護者の交流の場の提供 

地域の身近な場所において保護者の交流の場を
設け、情報交換、地域での支え合いを促進し、子育
ての不安解消に繋げられるよう支援します。 
また、新規利用者を増やすために、ホームページ、Ｓ
ＮＳ等を使った多様な媒体での広報に努めます。 

こども家庭センター 

  

地域ぐるみの子育て支援 施策の方向② 
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介護者が介護により希望する生き方を諦めるのではなく、両立していけるよう、介護者支援や介護サービスの

充実を図り、介護の負担軽減に努めます。また、核家族化の進行等の社会環境の変化による、地域でのつながり

の希薄化が課題となっています。地域で介護者が孤立しないよう、情報交換の機会づくり等、つながりの場の提

供に努めます。 

 

施策・事業 施策の内容 担当課 

52 
介護サービスの充実と 
情報提供 

「近江八幡市総合介護計画」に基づいて、高齢者
の身体的特徴や社会的状況に配慮した介護予防、
介護サービスの充実を図ります。  
また、介護保険制度や介護保険サービスについて
の理解促進に向けた情報提供を行います。 

介護保険課 

53 介護者支援の充実 

介護者等が悩みや困ったことを相談し、助け合うこ
とができる交流の場を確保し、充実させていくこと
で、介護を行う家族の孤立を防ぎ、精神的な支えと
休息する機会を提供します。 
また、介護者支援に取り組む団体等の活動情報を
介護者へ提供するなど、介護者支援の充実を図り
ます。 
交流の場などへの参加者を増やすため、介護者の
ニーズを把握しながら、より良い介護者支援・つな
がり構築に向けて取り組みます。 

長寿福祉課 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

介護負担を軽減する支援 施策の方向③ 
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複雑化・複合化する地域課題に対応していくためには、男女が共に公平な立場で地域活動に参画することが

重要です。性別・年齢といった属性にとらわれず、方針決定の場等へ多様な人材が参画できるよう啓発を進めま

す。また、実践的な活動を支援するため、制度や慣行の見直しを促し、自治会等の運営に関する情報提供や相談

支援を行い、対等な機会づくりに向けた取組を図ります。 

施策・事業 施策の内容 担当課 

54 
男女が共に担う地域活動 
の推進 

講座の開催等を通じて、男女に関わらず一人ひとり
が地域を支える一員であり、多様な人材の参画が
地域社会の発展につながることへの理解促進を図
るとともに、市民の活動や交流を男女が対等な立
場で共に支えるという意識啓発を進めます。 

まちづくり協働課 
人権・市民生活課 
生涯学習課 

55 
男女共同参画推進員の
設置による地域活動の
推進 

自治会ごとに地域の男女共同参画の推進リーダー
である｢男女共同参画推進員｣を設置し、推進員を
通じて、自治会など地域活動の場における性別に
基づく不合理な慣行、慣習等を見直し、方針決定の
場において女性の意見が反映できる仕組みづくり
を進めます。 
また、推進員研修会等を活用し、推進員の資質の
向上に努めるとともに、推進員同士の交流の場や
取組発表の場を提供し、地域活動の活性化につな
げます。 

人権・市民生活課 

56 女性リーダーの育成支援  

地域活動において、役職を受けることについての不
安を取り除き、方針決定の場への女性参画を促進
するために、好事例の紹介や養成講座の実施を検
討するなど、女性リーダーの育成支援に努めます。 

まちづくり協働課 
人権・市民生活課 

57 市民活動団体の活動支援 

様々な市民活動に男女が共に参加し、共に学び、
楽しむための機会（オンラインを含む）の提供を進
め、男女共同参画による運営を支援します。  
また、男女共同参画に関する問題に取り組んでい
る団体やグループ、ＮＰＯの活動が活性化できるよ
うに、組織運営などに関する情報提供や相談、補助
金交付などの支援を行います。 

まちづくり協働課 
障がい福祉課 
長寿福祉課 

58 
地域活動における固定
的性別役割分担の見直
しの推進 

祭りや清掃活動等の地域活動の場面で、性別によ
って役割が分けられていないか、活動内容の見直し
を促します。 

人権・市民生活課 
まちづくり協働課 

重要課題２ 地域社会においてあらゆる人が活躍する場の拡大 

男女共同参画で取り組む地域活動の推進と支援 施策の方向① 
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性別・年齢といった属性に関わらず、あらゆる人が地域を守り育てる意識をもち、自発的に取組を実施してもら

えるよう、環境美化等に関する意識啓発を進めます。 

 

施策・事業 施策の内容 担当課 

59 
男女共同参画による 
環境への取組 

「近江八幡市環境基本計画｣に基づいた取組を、
男女が協力して実践できるよう市民活動団体や市
民への支援を進めます。 

環境政策課 

 

 

 

 

 

災害に強いまちづくりに向けて、「自らの命は自らが守る」という防災の原点に立ち、自分たちのまちは自分た

ちで守るという意識を醸成しつつ、男女共同参画の視点も取り入れた安全なまちづくりの推進に努めます。 

  

施策・事業 施策の内容 担当課 

60 
男女共同参画で取り組む 
災害に強いまちづくりの
推進 

「近江八幡市地域防災計画」に基づいて、避難所
等における女性や要配慮者らのニーズを把握し、
的確な防災活動が実施できるよう、防災分野にお
ける男女共同参画の啓発および女性の地域防災
リーダーの育成、女性の消防団への入団促進に努
めます。 
また、地域住民が自ら行う防災活動を組織化し、組
織化にあたっては、男女共同参画の視点から女性
の参画を積極的に推奨するなど、災害に強いまち
づくりの推進に努めます。 

危機管理課 
人権・市民生活課 

61 
要配慮者への支援体制
の確立 

地域に住む高齢者や障がい者、妊婦、乳幼児、外
国人など、特に支援を要する要配慮者を把握し、支
援体制を整備します。また、地域と連携して支援体
制を強化できるよう、地域住民への理解促進に努
めます。 

福祉政策課 
長寿福祉課 
障がい福祉課 
まちづくり協働課 
こども家庭センター 
危機管理課 

 

 

  

まちを守り、育てる諸活動における男女共同参画の推進 施策の方向② 

重要課題３ 防災分野での男女共同参画の推進 

男女共同参画の視点を取り入れた防災対策の推進 施策の方向① 
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重要課題１ 庁内推進体制の整備、強化 

重要課題２ 計画の進捗管理及び評価 

重要課題３ 市民、関係団体との協働 

第５章 推進体制 

計画推進のための基盤の強化・充実 

行政は男女共同参画を推進し、実効ある成果を達成するために、庁内の推進体制を整備し、強化していくとと

もに、市民と行政、関連団体、企業との協働を推進します。さらに中長期にわたる取組の成果を把握するためにも、

定期的な進捗管理に基づく評価と検証を行います。 

行政は地域経営の立場から、市民、事業者に対する説明責任を担っています。そのため、庁内からの改革を進

め、市民や地域社会と連携した体制づくりのもと、本計画を推進します。 

  

 

 

2030 プランに基づき、庁内における女性管理職比率の向上や、職員及び保育・教育機関における研修会開

催による男女共同参画意識、人権意識の向上に向けて取組を進めてきました。一方、幼保職における男性職員

数は未だ少数であること、勤務時間外の仕事など一部の業務で男女の隔たりがあるといった課題がみられます。 

性別による職務の固定化の一層の解消、研修等による男女共同参画への理解促進に向けた取組を今後も継

続して実施していくことが求められます。 

 

 

 

計画の推進体制に関する取組として、下記を重要課題として施策を進めていきます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状と課題 

重要課題 
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庁内における女性管理職登用を拡大するとともに、そのための環境整備を推進します。男女が共に固定的な

役割分担意識にとらわれることのないよう、公正な人事を遂行します。保育士・保育教諭、幼稚園教諭や教職員

等についても、性差でなく個体差でみた配置や職務分掌の実現をめざします。 

 

施策・事業 施策の内容 担当課 

62 
市管理職への女性の登用 
を推進するための環境整備 

多様なニーズに寄り添った市民サービスを提供す
るため、女性職員が能力を十分に発揮できる環境
を整備するとともに、性差のない人材の確保・活用
を図ります。また、女性職員が多様な経験を積むこ
とができる人事配置や職務分担に努めるほか、人
事配置によって部署ごとに著しい性別による偏りが
生まれないよう配慮します。 
併せて、出産・育児・介護等の状況下にあっても、家
庭と仕事との両立ができるよう、取組を進めます。 

人事課 

63 
保育所・幼稚園・学校等
の運営における男女共
同参画の推進 

管理職の性別に偏りがないよう、また、教職員等の
校務分担が性別によって固定的にならない人事配
置や職務分担に努めます。  

人事課 
幼児課 
学校教育課 

 

 

男女共同参画を念頭においた人と組織の活性化に向け、庁内組織の整備を進めます。性別に関する意識改

革を醸成し、ワーキンググループを活用して、全庁的な男女共同による人づくり、組織づくりを推進していきます。

そのため、本計画を総合的に所管する担当部署は、庁内及び庁外においての調整を行いつつ、市民のための男

女共同参画施策を推進します。  

 

施策・事業 施策の内容 担当課 

64 
庁内推進本部と関係部
署間の有機的な連携 

庁内推進本部を充実するとともに、各担当部署との
有機的な連携体制を整備し、全庁的、総合的に計
画の推進を図ります。 
庁内推進本部に設置しているワーキンググループ
（プロジェクト委員会）を活用し、より働きやすい職
場づくりの推進や、能力開発・人材育成にかかる職
員の研修に努めます。  

人権・市民生活課 
全課 

65 
男女共同参画を所管する 
担当部署と他部署との 
連携強化 

担当部署を中心とし、男女共同参画施策を推進す
るとともに、他部署との連携を強化することで、多分
野での男女共同参画の推進に努めます。 

人事課 

重要課題１ 庁内推進体制の整備、強化 

職員配置での男女共同参画の推進 施策の方向① 

庁内組織の整備 施策の方向② 
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経営資源の重要要素である「人」を組織における財産として有効に活用します。男女共同参画の理念と基本

目標のもとに、職員及び保育者や教職員研修等の実施により、施策や事業にかかる取組を実効的に推進できる

体制づくりを進めます。  

 

施策・事業 施策の内容 担当課 

66 
男女平等、男女共同
参画についての職員
研修の充実 

職員の意識が計画の推進に大きく影響することから、
「近江八幡市人材育成基本方針」に沿って新任研修、
管理職研修、各職場での研修等、あらゆる研修の場に
おいて、男女共同参画についての職員研修を実施しま
す。 
また、男女共同参画に対する意識づけを行い、各施策
の推進等の具体的な行動に移せるよう、職員に対してヒ
アリングや意識調査を実施します。 

人事課 
人権・市民生活課 

67 

男女平等、男女共同
参画についての保育
者や教職員等の研
修の充実 

保育者や教職員等は、保育所、幼稚園、認定こども園、
小中学校等に通う子どもたちの社会的性別（ジェンダ
ー）観に大きく影響を与えるという観点から、男女平等
や性的指向・性自認等に関する正確な理解が深まるよ
う、担当者に対する研修を充実します。 また、男女平等
に関する教育の指導方法や副読本などの教材を活用
し、指導力の向上を図ります。 

幼児課 
学校教育課 
生涯学習課 

68 
庁内の各種相談員
等に対する研修の充
実 

女性特有の困難や悩みに対して、柔軟に対応できるよ
うに、女性相談員等の資質向上を図るため、研修の充
実を図るとともに、県等が実施する相談員研修の情報
提供を行います。 

こども家庭センター 
人権・市民生活課 

 

 

計画の推進にあたり、国・県及び関係機関との連携を図るとともに、他市町との情報共有・交換に努め、連携

を深めます。 

 

施策・事業 施策の内容 担当課 

69 
国・県・他市町、関係機
関との連携 

国・県及び関係機関との連携に努めるとともに、他
市町との情報交換などを行い、連携を深めます。  

人権・市民生活課 
全課 

 

計画推進のための人材育成 施策の方向③ 

国・県・他市町、関係機関との連携 施策の方向④ 
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計画の進捗管理と評価についての体制を整備します。施策や事業ごとの評価シートを活用し、計画初年度に

できる限り数値目標を設定した上で、達成状況を年度ごとに整理し、その効果や効率について定期的に分析し

ます。また、関連計画の進捗管理との整合性を保つため、情報共有に努め、作業の迅速化・効率化を図ります。  

自らの仕事を批判的に見る目を養い、充実させるべきものを確認しつつ、終了すべきもの、新規事業として立

ち上げるものも検討します。 

また、時代の流れのなかで浮上してくる社会問題等についての研究を行い、解決に向けた対応を図ります。 

 

施策・事業 施策の内容 担当課 

70 
計画の進行管理体制、
評価システムの整備 

本計画の進捗状況については、毎年報告書を作成
し、公表します。 
計画の確実な執行のため、各々事業に達成目標を
設定し、その目標達成度の把握を行い、今後の取
組について他課と検討します。把握した結果はその
後の計画推進に役立てます。 

人権・市民生活課 

71 
男女共同参画に関する
計画の進捗状況の評価 

男女共同参画審議会の機能を充実させ、定期的に
本計画の進捗状況を審議・評価・検証し、審議の結
果は公表します。 
また、審議会での協議内容をふまえた施策の検討
を行います。 

人権・市民生活課 

72 想定される問題事例研究 
男女共同参画の視点に立った表現や他者への暴
力などの想定される問題事例に対して、課題解決
に向けた審議を行います。 

人権・市民生活課 

  

重要課題２ 計画の進捗管理及び評価 

計画の進捗管理・評価体制の整備 施策の方向① 
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市民のために開かれた計画を推進していくため、上位計画である「市第 1 次総合計画」との整合性を図り、市

民参画や市民協働に重点を置いた「男女共同参画計画」を市民とともに推進します。 

そのため、市民や関係団体、企業、地域社会との関係づくりを強化し、市民が主体的に関われる男女共同参

画の推進をめざします。  

 

施策・事業 施策の内容 担当課 

73 
男女共同参画を推進す
る市民、ＮＰＯ、ＮＧＯとの
協働 

本計画の実効的な推進のため、男女共同参画の推
進に積極的な市民やＮＰＯ、ＮＧＯ、市民団体等との
連携を強化し、課題等の共有を行うことで市民や
各種団体等との協働によるまちづくりを推進しま
す。 

まちづくり協働課 

 

 

 

市民の意見を市政に反映していくにあたり、公聴の機会や場を拡大し、市民が参加できる様々な手法を検討

します。パブリックコメントや円卓会議※、市民のためのフォーラムや講座の開催（オンライン活用も含む）、ワーク

ショップへの参加協力等により、情報受発信型の体制づくりを推進します。  

 

施策・事業 施策の内容 担当課 

74 
市政への男女の意見の
反映 

市政に市民意見を反映させるため、パブリックコメ
ントや、ショッピングモール等の市民が利用しやすい
会場での意見聴取の機会を広く設けます。 
また、意見反映の方法としてオンライン活用も含む
市民参加型のフォーラムや講座などを開催し、ワー
クショップ手法による提言の機会をつくるなど、市と
市民や市民団体との意見交換の場を設けます。  

まちづくり協働課 
人権・市民生活課 
議会事務局 
全課 

 

 

 

 

 

 

重要課題３ 市民、関係団体との協働 

市民、関係団体との協働体制づくり 施策の方向① 

市政への意見の反映 施策の方向② 
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【計画の推進体制図】 
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資料編 

１．計画改訂経過 

 

令和 6（2024）年度 

令和 6（2024）年 

6 月 24 日 
第１回男女共同参画審議会 

・行動計画の策定に向けた市民意識調査の実施に 

ついて 

令和 6（2024）年 

8 月 9 日 

～9 月 13 日 

市民意識調査実施 
・調査対象：満 18 歳以上の市民 2,000 人 

・回収数  ：743 件（回収率：37.2％） 

令和 6（2024）年 

9 月 18 日 

～10 月 18 日 

事業所調査実施 
・調査対象：市内所在の事業所 300 か所 

・回収数：125 件（回収率：41.7％） 

令和 6（2024）年 

3 月 4 日 
第２回男女共同参画審議会 ・市民意識調査・事業所調査の結果報告について 

令和 7（2025）年度 

令和 7（2025）年 

7 月 7 日 
第１回男女共同参画審議会 

・男女共同参画おうみはちまん 2030 プラン 

中間改訂について 

令和 7（2025）年 

10 月 14 日 
第２回男女共同参画審議会 

・男女共同参画おうみはちまん 2030 プラン中間改訂 

（素案）について 

令和 8（2026）年 

2 月２４日 
第３回男女共同参画審議会 

・パブリックコメントの回答案について 

・男女共同参画おうみはちまん 2030 プラン（素案）

【最終案】について 
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２．近江八幡市男女共同参画審議会委員名簿 

 

 分野 所属 名前 

１ 
学識経験者 滋賀大学データサイエンス・AI イノベーシ

ョン研究推進センター 

増井 恵理子（会長） 

２ 学識経験者 市教育委員 重森 恵津子 

４ 

関
係
団
体 

校園所長会代表 八幡小学校長 野瀬 準子 

５ 企業代表 たねやグループ経営本部しあわせ推進室 田原 佳代 

６ 企業代表 （有）カキウチ 垣内 健太 

７ 子育て支援団体 ほんわかハート 伊﨑 葉子 

８ 連合自治会 馬淵学区 松本 剛明 

11 公募委員  西田 悠真 

任期：令和 7（2025）年 8 月 1 日～令和 9（2027）年 7 月 31 日 
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３．近江八幡市男女共同参画推進条例 

平成 24 年３月 26 日 
近江八幡市条例第２号 

 
目次  

前文  
第１章 総則（ 第１条―第８条） 
第２章 基本的施策（第９条―第２３条） 
第３章 審議会（第２４条） 
第４章 雑則（第２５条―第２７条） 
付則 
 

前文 
我が国では、日本国憲法において個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な

取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、進められてきました。さらに男女共同参画社会基本法（平成１１
年法律第７８号）が施行され、男女共同参画社会の実現を２１世紀の最重要課題と位置付けています。 

近江八幡市では、男女共同参画を目指す国際社会と国の動きをふまえ、性別にかかわらず、それぞれの個性
を活かし、互いに尊重しあえる意識を育み、誰もが輝いて、いきいきと暮らすことのできる社会の実現を目指して
取組を進めてきました。 

しかし、今なお、性別によって役割を固定的にとらえる意識や社会慣行などが存在し、男女平等の達成には課
題が残されています。 

一方、少子高齢社会の進展と人口減少社会の到来、グローバル化、経済・雇用、地域社会や家族形態の変化
など、社会や経済をとりまく情勢が大きく変化するなかで、活力ある心豊かな社会を築いていくためには、家庭生
活や社会生活のあらゆる分野において、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任を分かちあい、性別にかか
わらず、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会を実現することが緊急かつ重要です。 

私たちは、男女共同参画の推進にかかる基本理念を明らかにしてその方向を示し、家族や地域の絆を大切に
しながら男女共同参画社会の実現を目指すことを決意し、「一人ひとりが輝ける男女共同参画のまち・近江八幡」
を、市、市民、事業者が協働して創りあげるため、ここに、近江八幡市男女共同参画推進条例を制定します。 

 
第１章 総則 

（目的） 
第１条 この条例は、近江八幡市における男女共同参画の推進の基本理念を定め、市、市民および事業者の責

務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策（以下「男女共同参画施策」といいます。）の基
本となる事項を定めることにより、男女共同参画施策を総合的かつ計画的に推進し、男女共同参画社会の実
現に寄与することを目的とします。 
（定義） 

第２条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるものとします。 
(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活

動に参画する機会が確保され、もって、男女が均等に政治的、経済的、社会的および文化的利益を享受す
ることができ、かつ、共に責任を担うことをいいます。 

(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会にかかる男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男
女のいずれか一方に対し、その機会を積極的に提供することをいいます。 

(3) 市民 市内に住む人または市内で働く人、学ぶ人もしくは活動する団体などをいいます。 
(4) 事業者 市内において営利、非営利を問わず事業を行う個人、法人その他団体をいいます。 
(5) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により相手に不快感を与え、その言動を受けた個人の生活の環境

を害することまたは性的な言動を受けた個人の対応によりその個人に不利益を与えることをいいます。 
(6) ドメスティック・バイオレンス 配偶者（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある人を

含みます。以下同様とします。）もしくは配偶者であった人またはこれに準ずる親しい関係にある男女間に
おいて、身体に対する暴力またはこれに準ずる心身に有害な影響をおよぼす言動をいいます。 

(7) 協働 市、市民および事業者が魅力および活力あるまちづくりを推進するため、それぞれの責任および役割
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分担に基づき、互いの特性を尊重しながら補完し、協力し、または行動することをいいます。 
（基本理念） 

第３条 男女共同参画の推進は、次に掲げる事項をこの条例の基本理念として取り組むものとします。 
(1) 男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が社

会のあらゆる分野においてそれぞれの個性および能力を発揮する機会が確保されることその他男女の人
権が尊重されること。 

(2) 性別による固定的な役割分担などを反映した社会の制度および慣行が、男女の社会における活動の自由
な選択に対して、影響をおよぼすことのないよう配慮されること。 

(3) 男女が社会の対等な構成員として、市の施策ならびに事業者における方針の立案および決定に共同して
参画する機会が確保されること。 

(4) 男女が家庭において、相互の協力および社会の支援のもとに、子育て、家族の介護その他家庭生活におけ
る活動について、家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、家庭生活以外の活動を行うことができ
ること。 

(5) 男女が対等な関係のもとに、互いの性について理解を深め、妊娠または出産に関する事項に関し、双方の
意思が尊重され、生涯にわたり健康な生活を営むことができること。 

(6) セクシュアル・ハラスメントおよびドメスティック・バイオレンスが人権侵害または犯罪であるとの認識のもと、
その根絶を目指すこと。 

(7) 国際社会との協調のもとに行われること、市内に居住する外国人への理解のもとに行うこと。 
（市の責務） 

第４条 市は、前条に定める基本理念に基づき、男女共同参画施策（積極的改善措置を含みます。以下同様とし
ます。）を総合的に策定し、実施します。 

２ 市は、男女共同参画施策の推進に当たっては、国および他の地方公共団体と連携を図るとともに、市民および
事業者と協働して取り組みます。 
（市民の責務） 

第５条 市民は、男女共同参画についての理解を深め、基本理念に基づき、家庭、地域、学校、職場その他社会の
あらゆる分野において、男女共同参画の推進に努めなければなりません。 

２ 市民は、市が行う男女共同参画施策に協力するよう努めなければなりません。 
（事業者の責務） 

第６条 事業者は、男女共同参画についての理解を深め、基本理念に基づき、その事業活動において、男女が平
等に参画する機会を確保するとともに男女が職業生活および子育て、介護などの家庭生活を両立できるよう
就業環境づくりに努めなければなりません。 

２ 事業者は、市が行う男女共同参画施策に協力するよう努めなければなりません。 
（性別による権利侵害の禁止） 

第７条 市、市民および事業者は、社会のあらゆる場において、性別による差別的取扱い、セクシュアル・ハラスメ
ント、ドメスティック・バイオレンスなどの行為を行ってはなりません。 
（市民に広く表示する情報に関する配慮） 

第８条 市、市民および事業者は、市民に広く表示する情報において、性別による固定的な役割分担、セクシュア
ル・ハラスメント、ドメスティック・バイオレンスなどを助長し、または連想させる表現および過度の性的な表現を
用いないよう配慮しなければなりません。 

 
第２章 基本的施策 

（行動計画） 
第９条 市長は、男女共同参画施策を総合的かつ計画的に推進するため、基本となる計画（以下「行動計画」と

いいます。）を策定します。 
２ 市長は、行動計画を策定するに当たっては、あらかじめ、第２４条に定める近江八幡市男女共同参画審議会

（以下「審議会」といいます。）の意見を聴くとともに、市民および事業者の意見を反映することができるよう必
要な措置を講じます。 

３ 市長は、行動計画を策定したときは、これを公表します。 
４ 前２項の規定は、行動計画の変更について準用します。 

（あらゆる施策の策定などに当たっての推進） 
第１０条 市は、あらゆる施策の策定および実施に当たっては、男女共同参画を推進します。 

（広報啓発活動） 
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第１１条 市は、市民および事業者の男女共同参画についての理解を深めるため、広報啓発活動を行います。 
（民間活動への支援）  

第１２条 市は、市民および事業者が行う男女共同参画の推進に関する活動に対し、情報提供その他必要な支
援に努めます。 
（積極的改善措置） 

第１３条 市は、社会のあらゆる分野における活動において、男女間に参画する機会の格差が生じている場合は、
市民および事業者と協力し、積極的改善措置を講じるよう努めます。 

２ 市長その他執行機関は、付属機関またはこれに類するものの委員その他構成員を任命し、または委嘱するに
当たって、男女間に参画する機会の格差が生じている場合には、積極的改善措置を講じるよう努めます。 
（地域コミュニティ等における男女共同参画の推進） 

第１４条 自治会などの地域コミュニティの団体は、その活動を行うに当たって、男女共同参画の推進に積極的に
取り組むよう努めるものとします。 

２ 市は、前項の団体における男女共同参画の推進を図るため、情報提供その他必要な支援に努めます。 
（就業環境における男女共同参画の推進） 

第１５条 事業者は、次に掲げる就業環境における取組の推進に努めるものとします。 
(1) 男女が個人として能力を発揮する機会の確保 
(2) 男女が職場における活動および家庭生活における活動の両立を図るための支援 
(3)セクシュアル・ハラスメントの防止 

２ 市は、事業者の前項に掲げる取組を推進するため、情報提供その他必要な支援に努めます。 
３ 市長は、男女共同参画の推進に必要があると認めたときは、事業者に対し、取組状況について報告を求める

ことができます。 
４ 市は、事業者のうち、個人で事業を行う人について、男女共同参画が推進されるよう、啓発その他必要な措置

を講じるよう努めます。 
（教育、保育および学習の推進） 

第１６条 社会のあらゆる分野で、教育および保育に携わる立場にある人は、男女共同参画の推進に果たす役割
の重要性を十分認識し、それぞれ本来の目的を実現する過程においてこの条例の基本理念に基づいた教育
または保育に努めるものとします。 

２ 市は、前項に定める人が行う教育、保育および学習の場において、男女共同参画についての理解が深まるよ
う努めるとともに、性別による固定的な役割分担などにとらわれない多様な選択を可能にする教育、保育およ
び学習の支援に努めます。 
（家庭生活および職業生活などの両立支援） 

第１７条 市は、男女がともに子育て、介護その他家庭生活における活動および地域コミュニティ、職場その他社
会のあらゆる分野における活動を両立することができるよう環境の整備など必要な支援に努めます。 
（生涯を通じた男女の健康支援） 

第１８条 市は、女性が妊娠および出産にかかわる身体的機能を持つことに配慮するとともに、男女の生涯にわ
たる健康の保持および増進を図るため、健康相談、医療の整備その他必要な措置を講じるよう努めます。 
（ドメスティック・バイオレンスなどの被害者などへの支援） 

第１９条 市は、第７条に掲げる行為の被害者などに対し、関係機関などと連携を図り、必要な支援に努めます。 
（相談への対応） 

第２０条 市長は、性別による差別的取扱いその他男女共同参画の推進を阻害すると認められることに関し、市民
および事業者からの相談に応じるとともに、関係機関と連携し、必要な支援に努めます。 
（苦情の処理） 

第２１条 市長は、市が実施する男女共同参画施策または男女共同参画の推進に影響をおよぼすと認められる
施策について、市民または事業者から苦情の申出を受けた場合は、適切な処理に努めます。 

２ 市長は、前項の申出への対応に当たり、必要があると認めたときは、審議会に意見を聴くことができます。 
（推進体制） 

第２２条 市は、市民および事業者との協働のもとに男女共同参画施策を総合的かつ計画的に実施するため、必
要な体制を整備するように努めます。 

２ 市は、男女共同参画施策を実施し、市民および事業者による男女共同参画の取組を支援するための拠点を
整備するように努めます。 

３ 市は、男女共同参画施策を実施するため、必要な財政上の措置を講じるよう努めます。 
（調査、研究および情報収集） 
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第２３条 市は、男女共同参画を推進するため、必要な事項について、調査、研究および情報収集に努めます。 
 
第３章 審議会 

（審議会） 
第２４条 市長の付属機関として、審議会を置きます。 
２ 審議会は、この条例の規定に基づく事項のほか、市長の諮問に応じて男女共同参画の推進に関する重要事

項を調査および審議するものとします。 
３ 審議会は、前項の調査および審議を行うほか、男女共同参画の推進に関する重要事項について、市長に意見

を述べることができます。 
４ 審議会は、委員１２人以内で組織し、市長が委嘱します。この場合において、男女のいずれか一方の委員の数

は、委員総数の１０分の４未満とならないものとします。 
５ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織および運営に関し必要な事項は、規則で定めます。 
 
第４章 雑則 

（年次報告など） 
第２５条 市長は、毎年、男女共同参画施策の実施状況について審議会に報告するとともに、公表します。 

（見直し事項） 
第２６条 市は、この条例について、必要に応じて見直すものとします。 

（委任） 
第２７条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めます。 

付 則 
この条例は、平成２４年４月１日から施行します。 
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４．近江八幡市男女共同参画審議会規則 

平成 24 年３月 30 日 

近江八幡市規則第 14 号 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、近江八幡市男女共同参画推進条例（平成２４年近江八幡市条例第２号。以下「条例」とい

う。）第２４条第５項の規定に基づき近江八幡市男女共同参画審議会（以下「審議会」という。）の組織及び運

営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （委員及び組織） 

第２条 条例第２４条第４項に定める定員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

(1) 学識経験を有する者 

(2) 関係機関及び団体の代表者又はその推薦を受けた者 

(3) 公募による市民 

(4) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任は妨げない。 

３ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （会長及び副会長） 

第３条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

 （会議） 

第４条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

 （関係者の出席） 

第５条 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことが

できる。 

 （庶務） 

第６条 審議会の庶務は、男女共同参画施策担当課において処理する。 

 （委任） 

第７条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。 

付 則 

この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 
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５．男女共同参画社会基本法 

平成十一年六月二十三日法律第七十八号 

目次  

前文  

第一章 総則（第一条―第十二条）  

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策（第十三条―第二十条）  

第三章 男女共同参画会議（第二十一条―第二十八条）  

附則  

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な

取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、なお一層の努力が必要とされている。 

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上

で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発

揮することができる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。 

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課題と

位置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図っていくこ

とが重要である。 

ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向かって国、地

方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法

律を制定する。 

 

第一章 総則  

（目的）  

第一条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を

実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団

体及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を

定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 

（定義）  

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。  

一 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分

野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益

を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう。 

二 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男

女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

（男女の人権の尊重）  

第三条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的

取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重さ

れることを旨として、行われなければならない。  

（社会における制度又は慣行についての配慮）  

第四条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担

等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことにより、男女共同参画社

会の形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、社会における制度又は慣行が男女の社会におけ

る活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮されなければならない。 
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（政策等の立案及び決定への共同参画）  

第五条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、国若しくは地方公共団体における政

策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として、行われ

なければならない。 

（家庭生活における活動と他の活動の両立）  

第六条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家

族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以

外の活動を行うことができるようにすることを旨として、行われなければならない。 

（国際的協調）  

第七条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有していることにかんがみ、

男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければならない。 

（国の責務）  

第八条 国は、第三条から前条までに定める男女共同参画社会の形成についての基本理念（以下「基本理念」

という。）にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策（積極的改善措置を含む。以下同じ。）を総

合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務）  

第九条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じた施

策及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

（国民の責務）  

第十条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女共同

参画社会の形成に寄与するように努めなければならない。 

（法制上の措置等）  

第十一条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を実施するため必要な法制上又は財政上の

措置その他の措置を講じなければならない。  

（年次報告等）  

第十二条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成の状況及び政府が講じた男女共同参画社会の形

成の促進に関する施策についての報告を提出しなければならない 

2 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形成の状況を考慮して講じようとする男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。 

 

第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策  

（男女共同参画基本計画）  

第十三条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男

女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画（以下「男女共同参画基本計画」という。）を定めなけれ

ばならない。 

2 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進

するために必要な事項 

3 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男女共同参画基本計画の案を作成し、閣議の決定を

求めなければならない。  

4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、男女共同参画基本計画を公表し
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なければならない。  

5 前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準用する。  

（都道府県男女共同参画計画等）  

第十四条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当該都道府県の区域における男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「都道府県男女共同参画計画」という。）を定めな

ければならない。  

2 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策

の大綱 

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を

総合的かつ計画的に推進するために必要な事項  

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域における

男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「市町村男女共同参画計画」と

いう。）を定めるように努めなければならない。  

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又は市町村男女共同参画計画を定め、又は変更した

ときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。  

（施策の策定等に当たっての配慮）  

第十五条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び

実施するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければならない。  

（国民の理解を深めるための措置）  

第十六条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深めるよう適切な措

置を講じなければならない。  

（苦情の処理等）  

第十七条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策又は男女共同参画社会の形成

に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理のために必要な措置及び性別による差別的取扱いそ

の他の男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵害された場合における被害者の救済を図る

ために必要な措置を講じなければならない。  

（連携及び協働の促進） 

第十八条 国及び地方公共団体は、国、地方公共団体、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に関する

活動を行う民間の団体その他の関係者が相互に連携と協働を図ることにより男女共同参画社会の形成の促進

に関する施策の効果的な推進が図られることに鑑み、これらの者の間における協議の促進その他の関係者相互

間の連携と協働を促進するために必要な施策を講ずるように努めるものとする。  

２ 地方公共団体は、前項の関係者相互間の連携と協働を促進するために必要な施策を推進するための拠点と

しての機能を担う体制を、単独で又は共同して、確保するように努めるものとする。 

（人材の確保等） 

第十八条の二 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定及び実施に関す

る業務並びに民間の団体が行う男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に関する活動に従事する人材

の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるように努めるものとする。 

（調査研究） 

第十八条の三 国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査研究

その他の国及び地方公共団体の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定及び実施に資する調査

研究を推進するように努めるものとする。 
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（地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第十九条 国は、前三条に定めるもののほか、地方公共団体が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関

する施策及び民間の団体が行う男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に関する活動を支援するため、

助言、情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。 

（国際的協調のための措置）  

第二十条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促進するため、外国政府又は国際機関との情

報の交換その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協力の円滑な推進を図るために必要な措置

を講ずるように努めるものとする。 

 

第三章 男女共同参画会議  

（設置）  

第二十一条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」という。）を置く。  

（所掌事務）  

第二十二条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。  

一 男女共同参画基本計画に関し、第十三条第三項に規定する事項を処理すること。 

二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の

促進に関する基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審議すること。 

三 前二号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係各大臣

に対し、意見を述べること。 

四 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況を監視し、及び政府の施策

が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び関係

各大臣に対し、意見を述べること。  

（組織）  

第二十三条 会議は、議長及び議員二十四人以内をもって組織する。  

（議長）  

第二十四条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。  

２ 議長は、会務を総理する。  

（議員）  

第二十五条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。  

一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者 

二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者  

２ 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の十分の五未満であってはならない。  

３ 第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数は、同号に規定する議員の総数の十分の四未

満であってはならない。  

４ 第一項第二号の議員は、非常勤とする。  

（議員の任期）  

第二十六条 前条第一項第二号の議員の任期は、二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期

間とする。  

２ 前条第一項第二号の議員は、再任されることができる。  

（資料提出の要求等）  

第二十七条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、監

視又は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。  
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２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対して

も、必要な協力を依頼することができる。  

（政令への委任）  

第二十八条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び議員その他の職員その他会議に関し必要な事項は、

政令で定める。  

 

附 則 抄  

（施行期日）  

第一条 この法律は、公布の日から施行する。  

（男女共同参画審議会設置法の廃止）  

第二条 男女共同参画審議会設置法（平成九年法律第七号）は、廃止する。  

（経過措置）  

第三条 前条の規定による廃止前の男女共同参画審議会設置法（以下「旧審議会設置法」という。）第一条の

規定により置かれた男女共同参画審議会は、第二十一条第一項の規定により置かれた審議会となり、同一性を

もって存続するものとする。 

2 この法律の施行の際現に旧審議会設置法第四条第一項の規定により任命された男女共同参画審議会の委

員である者は、この法律の施行の日に、第二十三条第一項の規定により、審議会の委員として任命されたものと

みなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第二項の規定にかかわらず、同

日における旧審議会設置法第四条第二項の規定により任命された男女共同参画審議会の委員としての任期

の残任期間と同一の期間とする。 

3 この法律の施行の際現に旧審議会設置法第五条第一項の規定により定められた男女共同参画審議会の会

長である者又は同条第三項の規定により指名された委員である者は、それぞれ、この法律の施行の日に、第二

十四条第一項の規定により審議会の会長として定められ、又は同条第三項の規定により審議会の会長の職務

を代理する委員として指名されたものとみなす。 

 

附 則 （平成十一年七月十六日法律第百二号） 抄  

（施行期日）  

第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  

一 略 

二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公

布の日  

（委員等の任期に関する経過措置）  

第二十八条 この法律の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の会長、委員その他

の職員である者（任期の定めのない者を除く。）の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞ

れの法律の規定にかかわらず、その日に満了する。  

一から十まで 略 

十一 男女共同参画審議会  

（別に定める経過措置）  

第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法

律で定める。  
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附 則 （平成十一年十二月二十二日法律第百六十号） 抄  

（施行期日）  

第一条 この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げ

る規定は、当該各号に定める日から施行する。 

（以下略） 

 

附 則 （令和七年六月二十七日法律第八十号） 

（施行期日） 

１ この法律は、独立行政法人男女共同参画機構法（令和七年法律第七十九号）の施行の日から施行する。 

ただし、第一条及び次項の規定は、公布の日から施行する。 

（政令への委任） 

２ この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 
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６．配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 

平成十三年法律第三十一号 

目次 

前文 

第一章 総則(第一条・第二条) 

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等(第二条の二・第二条の三) 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等(第三条―第五条の四) 

第三章 被害者の保護(第六条―第九条の二) 

第四章 保護命令(第十条―第二十二条) 

第五章 雑則(第二十三条―第二十八条) 

第五章の二 補則(第二十八条の二) 

第六章 罰則(第二十九条―第三十一条) 

附則 

 我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の実現に

向けた取組が行われている。 

ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるにもかかわらず、被害者の救

済が必ずしも十分に行われてこなかった。また、配偶者からの暴力の被害者は、多くの場合女性であり、経済的

自立が困難である女性に対して配偶者が暴力を加えることは、個人の尊厳を害し、男女平等の実現の妨げとな

っている。 

このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、被害者

を保護するための施策を講ずることが必要である。このことは、女性に対する暴力を根絶しようと努めている国際

社会における取組にも沿うものである。 

ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、自立支援等の体制を整備することにより、配偶者からの暴

力の防止及び被害者の保護を図るため、この法律を制定する。 

 

第一章 総則  

（定義）  

第一条 この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶者からの身体に対する暴力(身体に対する不法な攻

撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものをいう。以下同じ。)又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす

言動(以下この項及び第二十八条の二において「身体に対する暴力等」と総称する。)をいい、配偶者からの身

体に対する暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者

であった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含むものとする。 

２ この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴力を受けた者をいう。 

３ この法律にいう「配偶者」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含み、

「離婚」には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者が、事実上離婚したと同様

の事情に入ることを含むものとする。 

(国及び地方公共団体の責務) 

第二条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止するとともに、被害者の保護(被害者の自立を支援す

ることを含む。以下同じ。)を図る責務を有する。 

 

第一章の二 基本方針及び都道府県基本計画等 

（基本方針）  
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第二条の二 内閣総理大臣、国家公安委員会、法務大臣及び厚生労働大臣（以下この条及び次条第五項にお

いて「主務大臣」という。）は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方

針（以下この条並びに次条第一項及び第三項において「基本方針」という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の都道府県基本計画及び同条第三項の市町村基

本計画の指針となるべきものを定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な事項 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の内容に関する事項 

三 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策を実施するために必要な国、地方公共団体及

び民間の団体の連携及び協力に関する事項 

四 前三号に掲げるもののほか、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する重要事

項 

３ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しな

ければならない。 

４ 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

（都道府県基本計画等）  

第二条の三 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護のための施策の実施に関する基本的な計画（以下この条において「都道府県基本計画」という。）を定めなけ

ればならない。 

２ 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本的な方針 

二 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施内容に関する事項 

三 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策を実施するために必要な当該都道府県、関係

地方公共団体及び民間の団体の連携及び協力に関する事項 

四 前三号に掲げるもののほか、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する

重要事項 

３ 市町村（特別区を含む。以下同じ。）は、基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該市町村に

おける配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画（以下この条に

おいて「市町村基本計画」という。）を定めるよう努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県基本計画又は市町村基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、こ

れを公表しなければならない。 

５ 主務大臣は、都道府県又は市町村に対し、都道府県基本計画又は市町村基本計画の作成のために必要な

助言その他の援助を行うよう努めなければならない。 

 

第二章 配偶者暴力相談支援センター等  

（配偶者暴力相談支援センター）  

第三条 都道府県は、当該都道府県が設置する女性相談支援センターその他の適切な施設において、当該各施

設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすようにするものとする。 

２ 市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、当該各施設が配偶者暴力相談支援センターとして

の機能を果たすようにするよう努めるものとする。 

３ 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のため、次に掲げる業務を行

うものとする。 

一 被害者に関する各般の問題について、相談に応ずること又は女性相談支援員若しくは相談を行う機関を
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紹介すること。 

二 被害者の心身の健康を回復させるため、医学的又は心理学的な指導その他の必要な指導を行うこと。 

三 被害者（被害者がその家族を同伴する場合にあっては、被害者及びその同伴する家族。次号、第六号、第

五条、第八条の三及び第九条において同じ。）の緊急時における安全の確保及び一時保護を行うこと。 

四 被害者が自立して生活することを促進するため、就業の促進、住宅の確保、援護等に関する制度の利用等

について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助を行うこと。 

五 第四章に定める保護命令の制度の利用について、情報の提供、助言、関係機関への連絡その他の援助を

行うこと。 

六 被害者を居住させ保護する施設の利用について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援

助を行うこと。 

４ 前項第三号の一時保護は、女性相談支援センターが、自ら行い、又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者

に委託して行うものとする。 

５ 前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由

がなく、その委託を受けた業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

６ 配偶者暴力相談支援センターは、その業務を行うに当たっては、必要に応じ、配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護を図るための活動を行う民間の団体との連携に努めるものとする。  

（女性相談支援員による相談等） 

第四条 女性相談支援員は、被害者の相談に応じ、必要な援助を行うことができる。  

（女性自立支援施設における保護） 

第五条 都道府県は、女性自立支援施設において被害者の保護を行うことができる。  

（協議会） 

第五条の二 都道府県は、単独で又は共同して、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、関係

機関、関係団体、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関連する職務に従事する者その他の関係者

（第五項において「関係機関等」という。）により構成される協議会（以下「協議会」という。）を組織するよう努め

なければならない。 

２ 市町村は、単独で又は共同して、協議会を組織することができる。 

３ 協議会は、被害者に関する情報その他被害者の保護を図るために必要な情報の交換を行うとともに、被害者

に対する支援の内容に関する協議を行うものとする。 

４ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければ

ならない。 

５ 協議会は、第三項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるときは、関係機関等に対し、

資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。 

（秘密保持義務） 

第五条の三 協議会の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、協議会の事務に関して知り

得た秘密を漏らしてはならない。 

（協議会の定める事項） 

第五条の四 前二条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 

 

第三章 被害者の保護  

（配偶者からの暴力の発見者による通報等）  

第六条 配偶者からの暴力（配偶者又は配偶者であった者からの身体に対する暴力に限る。以下この章におい

て同じ。）を受けている者を発見した者は、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報するよう努
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めなければならない。 

２ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかった

と認められる者を発見したときは、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は警察官に通報することができる。

この場合において、その者の意思を尊重するよう努めるものとする。 

３ 刑法（明治四十年法律第四十五号）の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前二項

の規定により通報することを妨げるものと解釈してはならない。 

４ 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は疾病にかかった

と認められる者を発見したときは、その者に対し、配偶者暴力相談支援センター等の利用について、その有する

情報を提供するよう努めなければならない。  

（配偶者暴力相談支援センターによる保護についての説明等）  

第七条 配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する通報又は相談を受けた場合には、必要に応じ、被害者

に対し、第三条第三項の規定により配偶者暴力相談支援センターが行う業務の内容について説明及び助言を

行うとともに、必要な保護を受けることを勧奨するものとする。  

（警察官による被害の防止）  

第八条 警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行われていると認めるときは、警察法（昭和二十九年法律

第百六十二号）、警察官職務執行法（昭和二十三年法律第百三十六号）その他の法令の定めるところにより、

暴力の制止、被害者の保護その他の配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な措置を講ず

るよう努めなければならない。  

（警察本部長等の援助）  

第八条の二 警視総監若しくは道府県警察本部長（道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、

方面本部長。第十五条第三項において同じ。）又は警察署長は、配偶者からの暴力を受けている者から、配偶者

からの暴力による被害を自ら防止するための援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、

当該配偶者からの暴力を受けている者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該被害を自ら防

止するための措置の教示その他配偶者からの暴力による被害の発生を防止するために必要な援助を行うもの

とする。  

（福祉事務所による自立支援）  

第八条の三 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）に定める福祉に関する事務所（次条において「福祉

事務所」という。）は、生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）、児童福祉法（昭和二十二年法律第百

六十四号）、母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）その他の法令の定めるとこ

ろにより、被害者の自立を支援するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。  

（被害者の保護のための関係機関の連携協力）  

第九条 配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福祉事務所、児童相談所その他の都道府県又は市町村

の関係機関その他の関係機関は、被害者の保護を行うに当たっては、その適切な保護が行われるよう、相互に

連携を図りながら協力するよう努めるものとする。  

（苦情の適切かつ迅速な処理）  

第九条の二 前条の関係機関は、被害者の保護に係る職員の職務の執行に関して被害者から苦情の申出を受

けたときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるものとする。 

 

第四章 保護命令  

（接近禁止命令等）  

第十条 被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨

を告知してする脅迫（以下この章において「身体に対する暴力等」という。）を受けた者に限る。以下この条並び
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に第十二条第一項第三号及び第四号において同じ。）が、配偶者（配偶者からの身体に対する暴力等を受けた

後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者。以下この条及

び第十二条第一項第二号から第四号までにおいて同じ。）からの更なる身体に対する暴力等により、その生命

又は心身に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、裁判所は、被害者の申立てにより、当該配偶者に対し、

命令の効力が生じた日から起算して一年間、被害者の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除

く。以下この項において同じ。）その他の場所において被害者の身辺につきまとい、又は被害者の住居、勤務先そ

の他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。 

２ 前項の場合において、同項の規定による命令（以下「接近禁止命令」という。）を発する裁判所又は発した裁

判所は、被害者の申立てにより、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、接近禁止命令の効力が生じ

た日から起算して一年を経過する日までの間、被害者に対して次に掲げる行為をしてはならないことを命ずるも

のとする。 

一 面会を要求すること。 

二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 

三 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 

四 電話をかけて何も告げず、又は緊急やむを得ない場合を除き、連続して、電話をかけ、文書を送付し、通信

文その他の情報（電気通信（電気通信事業法（昭和五十九年法律第八十六号）第二条第一号に規定する電

気通信をいう。以下この号及び第六項第一号において同じ。）の送信元、送信先、通信日時その他の電気通

信を行うために必要な情報を含む。以下この条において「通信文等」という。）をファクシミリ装置を用いて送

信し、若しくは電子メールの送信等をすること。 

五 緊急やむを得ない場合を除き、午後十時から午前六時までの間に、電話をかけ、通信文等をファクシミリ装

置を用いて送信し、又は電子メールの送信等をすること。 

六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態

に置くこと。 

七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 

八 その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図

画、電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られ

る記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。）に係る記

録媒体その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録そ

の他の記録を送信し、若しくはその知り得る状態に置くこと。 

九 その承諾を得ないで、その所持する位置情報記録・送信装置（当該装置の位置に係る位置情報（地理空

間情報活用推進基本法（平成十九年法律第六十三号）第二条第一項第一号に規定する位置情報をいう。以

下この号及び次号において同じ。）を記録し、又は送信する機能を有する装置で政令で定めるものをいう。以

下この項において同じ。）（第十一号に規定する行為がされた位置情報記録・送信装置を含む。）により記録

され、又は送信される当該位置情報記録・送信装置の位置に係る位置情報を政令で定める方法により取得

すること。 

十 その承諾を得ないで、その所持する位置特定用識別情報送信装置（当該装置を識別する情報を送信する

機能を有し、当該装置の周辺において当該情報を受信した識別情報送受信装置（位置情報記録・送信装置

その他の装置であって、当該情報を受信し、及び送信する機能を有するものをいう。）の位置に係る位置情報

を利用して、その所在する地点又は区域の位置を特定するために用いられる装置をいう。以下この号及び次

号において同じ。）（同号に規定する行為がされた位置特定用識別情報送信装置を含む。）の位置に係る位

置情報を取得すること。 

十一 その承諾を得ないで、その所持する物に位置情報記録・送信装置又は位置特定用識別情報送信装置
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（以下この号において「位置情報記録・送信装置等」という。）を取り付けること、位置情報記録・送信装置等

を取り付けた物を交付することその他その移動に伴い位置情報記録・送信装置等を移動し得る状態にする行

為として政令で定める行為をすること。 

３ 第一項の場合において、被害者がその成年に達しない子（以下この項及び次項並びに第十二条第一項第三

号において単に「子」という。）と同居しているときであって、配偶者が幼年の子を連れ戻すと疑うに足りる言動を

行っていることその他の事情があることから被害者がその同居している子に関して配偶者と面会することを余儀

なくされることを防止するため必要があると認めるときは、接近禁止命令を発する裁判所又は発した裁判所は、

被害者の申立てにより、当該配偶者に対し、命令の効力が生じた日以後、接近禁止命令の効力が生じた日から

起算して一年を経過する日までの間、当該子の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下

この項において同じ。）、就学する学校その他の場所において当該子の身辺につきまとい、又は当該子の住居、就

学する学校その他その通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないこと及び当該子に対して前項第二号

から第十一号までに掲げる行為（同項第五号に掲げる行為にあっては、電話をかけること及び通信文等をファク

シミリ装置を用いて送信することに限る。）をしてはならないことを命ずるものとする。ただし、当該子が十五歳以

上であるときは、その同意がある場合に限る。 

４ 第一項の場合において、配偶者が被害者の親族その他被害者と社会生活において密接な関係を有する者

（被害者と同居している子及び配偶者と同居している者を除く。以下この項及び次項並びに第十二条第一項第

四号において「親族等」という。）の住居に押し掛けて著しく粗野又は乱暴な言動を行っていることその他の事情

があることから被害者がその親族等に関して配偶者と面会することを余儀なくされることを防止するため必要が

あると認めるときは、接近禁止命令を発する裁判所又は発した裁判所は、被害者の申立てにより、当該配偶者に

対し、命令の効力が生じた日以後、接近禁止命令の効力が生じた日から起算して一年を経過する日までの間、

当該親族等の住居（当該配偶者と共に生活の本拠としている住居を除く。以下この項において同じ。）その他の

場所において当該親族等の身辺につきまとい、又は当該親族等の住居、勤務先その他その通常所在する場所の

付近をはいかいしてはならないことを命ずるものとする。 

５ 前項の申立ては、当該親族等（被害者の十五歳未満の子を除く。以下この項において同じ。）の同意（当該親

族等が十五歳未満の者又は成年被後見人である場合にあっては、その法定代理人の同意）がある場合に限り、

することができる。 

６ 第二項第四号及び第五号の「電子メールの送信等」とは、次の各号のいずれかに掲げる行為（電話をかける

こと及び通信文等をファクシミリ装置を用いて送信することを除く。）をいう。 

一 電子メール（特定電子メールの送信の適正化等に関する法律（平成十四年法律第二十六号）第二条第一

号に規定する電子メールをいう。）その他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電

気通信の送信を行うこと。 

二 前号に掲げるもののほか、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法

であって、内閣府令で定めるものを用いて通信文等の送信を行うこと。  

（退去等命令） 

第十条の二 被害者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫（被害者の生命又は身体に対

し害を加える旨を告知してする脅迫をいう。以下この章において同じ。）を受けた者に限る。以下この条及び第十

八条第一項において同じ。）が、配偶者（配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた後

に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっては、当該配偶者であった者。以下この条、第十

二条第二項第二号及び第十八条第一項において同じ。）から更に身体に対する暴力を受けることにより、その生

命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、裁判所は、被害者の申立てにより、当該配偶者に対し、

命令の効力が生じた日から起算して二月間（被害者及び当該配偶者が生活の本拠として使用する建物又は区

分建物（不動産登記法（平成十六年法律第百二十三号）第二条第二十二号に規定する区分建物をいう。）の
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所有者又は賃借人が被害者のみである場合において、被害者の申立てがあったときは、六月間）、被害者と共に

生活の本拠としている住居から退去すること及び当該住居の付近をはいかいしてはならないことを命ずるものと

する。ただし、申立ての時において被害者及び当該配偶者が生活の本拠を共にする場合に限る。 

（管轄裁判所）  

第十一条 接近禁止命令及び前条の規定による命令（以下「退去等命令」という。）の申立てに係る事件は、相

手方の住所（日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所）の所在地を管轄する地方裁判所の

管轄に属する。 

２ 接近禁止命令の申立ては、次の各号に掲げる地を管轄する地方裁判所にもすることができる。 

一 申立人の住所又は居所の所在地 

二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力等が行われた地 

３ 退去等命令の申立ては、次の各号に掲げる地を管轄する地方裁判所にもすることができる。 

一 申立人の住所又は居所の所在地 

二 当該申立てに係る配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫が行われた地 

（接近禁止命令等の申立て等）  

第十二条 接近禁止命令及び第十条第二項から第四項までの規定による命令の申立ては、次に掲げる事項を

記載した書面でしなければならない。 

一 配偶者からの身体に対する暴力等を受けた状況（当該身体に対する暴力等を受けた後に、被害者が離婚

をし、又はその婚姻が取り消された場合であって、当該配偶者であった者からの身体に対する暴力等を受けた

ときにあっては、当該配偶者であった者からの身体に対する暴力等を受けた状況を含む。） 

二 前号に掲げるもののほか、配偶者からの更なる身体に対する暴力等により、生命又は心身に重大な危害を

受けるおそれが大きいと認めるに足りる申立ての時における事情 

三 第十条第三項の規定による命令（以下この号並びに第十七条第三項及び第四項において「三項命令」と

いう。）の申立てをする場合にあっては、被害者が当該同居している子に関して配偶者と面会することを余儀な

く されることを防止するため当該三項命令を発する必要があると認めるに足りる申立ての時における事情 

四 第十条第四項の規定による命令の申立てをする場合にあっては、被害者が当該親族等に関して配偶者と

面会することを余儀なくされることを防止するため当該命令を発する必要があると認めるに足りる申立ての時

における事情 

五 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し、前各号に掲げる事項について相談し、又は援

助若しくは保護を求めた事実の有無及びその事実があるときは、次に掲げる事項 

イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容 

２ 退去等命令の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。 

一 配偶者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた状況（当該身体に対する暴力又は生

命等に対する脅迫を受けた後に、被害者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合であって、当該配偶

者であった者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けたときにあっては、当該配偶者であっ

た者からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた状況を含む。） 

二 前号に掲げるもののほか、配偶者から更に身体に対する暴力を受けることにより、生命又は身体に重大な

危害を受けるおそれが大きいと認めるに足りる申立ての時における事情 

三 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対し、前二号に掲げる事項について相談し、又は援

助若しくは保護を求めた事実の有無及びその事実があるときは、次に掲げる事項 
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イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該警察職員の所属官署の名称 

ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時及び場所 

ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容 

ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措置の内容 

３ 前二項の書面（以下「申立書」という。）に第一項第五号イからニまで又は前項第三号イからニまでに掲げる

事項の記載がない場合には、申立書には、第一項第一号から第四号まで又は前項第一号及び第二号に掲げる

事項についての申立人の供述を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録で公証人法（明治四十一年法律第

五十三号）第五十三条第一項又は第五十九条第三項の認証を受けたものを添付しなければならない。 

（迅速な裁判）  

第十三条 裁判所は、接近禁止命令、第十条第二項から第四項までの規定による命令及び退去等命令（以下

「保護命令」という。）の申立てに係る事件については、速やかに裁判をするものとする。  

（保護命令事件の審理の方法）  

第十四条 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会うことができる審尋の期日を経なければ、これを発するこ

とができない。ただし、その期日を経ることにより保護命令の申立ての目的を達することができない事情があると

きは、この限りでない。 

２ 申立書に第十二条第一項第五号イからニまで又は同条第二項第三号イからニまでに掲げる事項の記載が

ある場合には、裁判所は、当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長に対し、申立人が相談し、

又は援助若しくは保護を求めた際の状況及びこれに対して執られた措置の内容を記載した書面の提出を求め

るものとする。この場合において、当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長は、これに速やかに

応ずるものとする。 

３ 裁判所は、必要があると認める場合には、前項の配偶者暴力相談支援センター若しくは所属官署の長又は申

立人から相談を受け、若しくは援助若しくは保護を求められた職員に対し、同項の規定により書面の提出を求め

た事項に関して更に説明を求めることができる。  

（期日の呼出し） 

第十四条の二 保護命令に関する手続における期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者

に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。 

２ 呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをした

ときは、期日に出頭しない者に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。

ただし、その者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。 

（公示送達の方法） 

第十四条の三 保護命令に関する手続における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつで

も送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。 

（電子情報処理組織による申立て等） 

第十四条の四 保護命令に関する手続における申立てその他の申述（以下この条において「申立て等」という。）

のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等（書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、

副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物を

いう。次項及び第四項において同じ。）をもってするものとされているものであって、最高裁判所の定める裁判所

に対してするもの（当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。）

については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織（裁判所

の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。）と申立て等をする者の

使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。）を用いてすることができる。 

２ 前項の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て
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等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、当該申立て等に関する法令の規定を

適用する。 

３ 第一項の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記

録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。 

４ 第一項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等（署名、記名、押印その他氏名

又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。）をすることとされているものについては、当

該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところ

により、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。 

５ 第一項の規定によりされた申立て等が第三項に規定するファイルに記録されたときは、第一項の裁判所は、当

該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。 

６ 第一項の規定によりされた申立て等に係るこの法律その他の法令の規定による事件の記録の閲覧若しくは謄

写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付は、前項の書面をもってするものとする。当該申立て等に係る書類の

送達又は送付も、同様とする。 

（保護命令の申立てについての決定等）  

第十五条 保護命令の申立てについての決定には、理由を付さなければならない。ただし、口頭弁論を経ないで

決定をする場合には、理由の要旨を示せば足りる。 

２ 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は相手方が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期日における言

渡しによって、その効力を生ずる。 

３ 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速やかにその旨及びその内容を申立人の住所又は居所を管轄す

る警視総監又は道府県警察本部長に通知するものとする。 

４ 保護命令を発した場合において、申立人が配偶者暴力相談支援センターの職員に対し相談し、又は援助若し

くは保護を求めた事実があり、かつ、申立書に当該事実に係る第十二条第一項第五号イからニまで又は同条第

二項第三号イからニまでに掲げる事項の記載があるときは、裁判所書記官は、速やかに、保護命令を発した旨

及びその内容を、当該申立書に名称が記載された配偶者暴力相談支援センター（当該申立書に名称が記載さ

れた配偶者暴力相談支援センターが二以上ある場合にあっては、申立人がその職員に対し相談し、又は援助若

しくは保護を求めた日時が最も遅い配偶者暴力相談支援センター）の長に通知するものとする。 

５ 保護命令は、執行力を有しない。  

（即時抗告）  

第十六条 保護命令の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。 

２ 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさない。 

３ 即時抗告があった場合において、保護命令の取消しの原因となることが明らかな事情があることにつき疎明

があったときに限り、抗告裁判所は、申立てにより、即時抗告についての裁判が効力を生ずるまでの間、保護命

令の効力の停止を命ずることができる。事件の記録が原裁判所に存する間は、原裁判所も、この処分を命ずるこ

とができる。 

４ 前項の規定により接近禁止命令の効力の停止を命ずる場合において、第十条第二項から第四項までの規定

による命令が発せられているときは、裁判所は、当該命令の効力の停止をも命じなければならない。 

５ 前二項の規定による裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 

６ 抗告裁判所が接近禁止命令を取り消す場合において、第十条第二項から第四項までの規定による命令が発

せられているときは、抗告裁判所は、当該命令をも取り消さなければならない。 

７ 前条第四項の規定による通知がされている保護命令について、第三項若しくは第四項の規定によりその効力

の停止を命じたとき又は抗告裁判所がこれを取り消したときは、裁判所書記官は、速やかに、その旨及びその内

容を当該通知をした配偶者暴力相談支援センターの長に通知するものとする。 
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８ 前条第三項の規定は、第三項及び第四項の場合並びに抗告裁判所が保護命令を取り消した場合について

準用する。  

（保護命令の取消し）  

第十七条 保護命令を発した裁判所は、当該保護命令の申立てをした者の申立てがあった場合には、当該保護

命令を取り消さなければならない。接近禁止命令又は第十条第二項から第四項までの規定による命令にあって

は接近禁止命令が効力を生じた日から起算して三月を経過した日以後において、退去等命令にあっては当該

退去等命令が効力を生じた日から起算して二週間を経過した日以後において、これらの命令を受けた者が申し

立て、当該裁判所がこれらの命令の申立てをした者に異議がないことを確認したときも、同様とする。 

２ 前条第六項の規定は、接近禁止命令を発した裁判所が前項の規定により当該接近禁止命令を取り消す場合

について準用する。 

３ 三項命令を受けた者は、接近禁止命令が効力を生じた日から起算して六月を経過した日又は当該三項命令

が効力を生じた日から起算して三月を経過した日のいずれか遅い日以後において、当該三項命令を発した裁

判所に対し、第十条第三項に規定する要件を欠くに至ったことを理由として、当該三項命令の取消しの申立てを

することができる。 

４ 裁判所は、前項の取消しの裁判をするときは、当該取消しに係る三項命令の申立てをした者の意見を聴かな

ければならない。 

５ 第三項の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。 

６ 第三項の取消しの裁判は、確定しなければその効力を生じない。 

７ 第十五条第三項及び前条第七項の規定は、第一項から第三項までの場合について準用する。 

（退去等命令の再度の申立て） 

第十八条 退去等命令が発せられた後に当該発せられた退去等命令の申立ての理由となった身体に対する暴

力又は生命等に対する脅迫と同一の事実を理由とする退去等命令の再度の申立てがあったときは、裁判所は、

配偶者と共に生活の本拠としている住居から転居しようとする被害者がその責めに帰することのできない事由に

より当該発せられた命令の期間までに当該住居からの転居を完了することができないことその他の退去等命令

を再度発する必要があると認めるべき事情があるときに限り、退去等命令を発するものとする。ただし、当該退去

等命令を発することにより当該配偶者の生活に特に著しい支障を生ずると認めるときは、当該退去等命令を発

しないことができる。 

２ 前項の申立てをする場合における第十二条の規定の適用については、同条第二項各号列記以外の部分中

「事項」とあるのは「事項及び第十八条第一項本文の事情」と、同項第三号中「事項に」とあるのは「事項及び

第十八条第一項本文の事情に」と、同条第三項中「事項に」とあるのは「事項並びに第十八条第一項本文の事

情に」とする。 

（事件の記録の閲覧等）  

第十九条 保護命令に関する手続について、当事者は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しくは謄写、

その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。ただし、相

手方にあっては、保護命令の申立てに関し口頭弁論若しくは相手方を呼び出す審尋の期日の指定があり、又は

相手方に対する保護命令の送達があるまでの間は、この限りでない。 

第二十条 削除  

（民事訴訟法の準用）  

第二十一条 この法律に特別の定めがある場合を除き、保護命令に関する手続に関しては、その性質に反しない

限り、民事訴訟法（平成八年法律第百九号）第一編から第四編までの規定（同法第七十一条第二項、第九十

一条の二、第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項、第九十四条、第百条第二項、第一編第五

章第四節第三款、第百十一条、第一編第七章、第百三十三条の二第五項及び第六項、第百三十三条の三第二
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項、第百五十一条第三項、第百六十条第二項、第百八十五条第三項、第二百五条第二項、第二百十五条第二

項、第二百二十七条第二項並びに第二百三十二条の二の規定を除く。）を準用する。この場合において、次の表

の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるも

のとする。 

第百十二条第一項本文 前条の規定による措置を開始した 裁判所書記官が送達すべき書類

を保管し、いつでも送達を受ける

べき者に交付すべき旨の裁判所の

掲示場への掲示を始めた 

第百十二条第一項ただし書 前条の規定による措置を開始した 当該掲示を始めた 

第百十三条 書類又は電磁的記録 書類 

記載又は記録 記載 

第百十一条の規定による措置を

開始した 

裁判所書記官が送達すべき書類

を保管し、いつでも送達を受ける

べき者に交付すべき旨の裁判所の

掲示場への掲示を始めた 

第百三十三条の三第一項 記載され、又は記録された書面又

は電磁的記録 

記載された書面 

当該書面又は電磁的記録 当該書面 

又は電磁的記録その他これに類す

る書面又は電磁的記録 

その他これに類する書面 

第百五十一条第二項及び第二百

三十一条の二第二項 

方法又は最高裁判所規則で定め

る電子情報処理組織を使用する

方法 

方法 

第百六十条第一項 最高裁判所規則で定めるところに

より、電子調書（期日又は期日外

における手続の方式、内容及び経

過等の記録及び公証をするため

にこの法律その他の法令の規定に

より裁判所書記官が作成する電

磁的記録をいう。以下同じ。） 

調書 

第百六十条第三項 前項の規定によりファイルに記録

された電子調書の内容に 

調書の記載について 

第百六十条第四項 第二項の規定によりファイルに記

録された電子調書 

調書 

当該電子調書 当該調書 

第百六十条の二第一項 前条第二項の規定によりファイル

に記録された電子調書の内容 

調書の記載 

第百六十条の二第二項 その旨をファイルに記録して 調書を作成して 

第二百五条第三項 事項又は前項の規定によりファイ

ルに記録された事項若しくは同項

の記録媒体に記録された事項 

事項 
 

第二百十五条第四項 事項又は第二項の規定によりファ 事項 
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イルに記録された事項若しくは同

項の記録媒体に記録された事項 

第二百三十一条の三第二項 若しくは送付し、又は最高裁判所

規則で定める電子情報処理組織

を使用する 

又は送付する 

第二百六十一条第四項 電子調書 調書 

記録しなければ 記録しなければ 

（最高裁判所規則）  

第二十二条 この法律に定めるもののほか、保護命令に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定

める。  

 

第五章 雑則  

（職務関係者による配慮等）  

第二十三条 配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜査、裁判等に職務上関係のある者（次項において「職

務関係者」という。）は、その職務を行うに当たり、被害者の心身の状況、その置かれている環境等を踏まえ、被害

者の国籍、障害の有無等を問わずその人権を尊重するとともに、その安全の確保及び秘密の保持に十分な配慮

をしなければならない。 

２ 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被害者の人権、配偶者からの暴力の特性等に関する理解を深

めるために必要な研修及び啓発を行うものとする。  

（教育及び啓発）  

第二十四条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止に関する国民の理解を深めるための教育及び

啓発に努めるものとする。  

（調査研究の推進等）  

第二十五条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に資するため、加害者の更

生のための指導の方法、被害者の心身の健康を回復させるための方法等に関する調査研究の推進並びに被害

者の保護に係る人材の養成及び資質の向上に努めるものとする。  

（民間の団体に対する援助）  

第二十六条 国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民

間の団体に対し、必要な援助を行うよう努めるものとする。  

（都道府県及び市町村の支弁）  

第二十七条 都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁しなければならない。 

一 第三条第三項の規定に基づき同項に掲げる業務を行う女性相談支援センターの運営に要する費用（次号

に掲げる費用を除く。） 

二 第三条第三項第三号の規定に基づき女性相談支援センターが行う一時保護（同条第四項に規定する厚

生労働大臣が定める基準を満たす者に委託して行う場合を含む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費用 

三 第四条の規定に基づき都道府県が置く女性相談支援員が行う業務に要する費用 

四 第五条の規定に基づき都道府県が行う保護（市町村、社会福祉法人その他適当と認める者に委託して行

う場合を含む。）及びこれに伴い必要な事務に要する費用 

２ 市町村は、第四条の規定に基づき市町村が置く女性相談支援員が行う業務に要する費用を支弁しなければ

ならない。  

（国の負担及び補助）  

第二十八条 国は、政令の定めるところにより、都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項
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第一号及び第二号に掲げるものについては、その十分の五を負担するものとする。 

２ 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる費用の十分の五以内を補助することができる。 

一 都道府県が前条第一項の規定により支弁した費用のうち、同項第三号及び第四号に掲げるもの 

二 市町村が前条第二項の規定により支弁した費用 

 

第五章の二 補則  

（この法律の準用）  

第二十八条の二 第二条及び第一章の二から前章までの規定は、生活の本拠を共にする交際（婚姻関係におけ

る共同生活に類する共同生活を営んでいないものを除く。）をする関係にある相手からの暴力（当該関係にある

相手からの身体に対する暴力等をいい、当該関係にある相手からの身体に対する暴力等を受けた後に、その者

が当該関係を解消した場合にあっては、当該関係にあった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含む。）

及び当該暴力を受けた者について準用する。この場合において、これらの規定（同条を除く。）中「配偶者からの

暴力」とあるのは、「特定関係者からの暴力」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 

第二条 配偶者 
第二十八条の二に規定する関係にある相手（以

下「特定関係者」という。） 

 、被害者 
、被害者（特定関係者からの暴力を受けた者を

いう。以下同じ。） 

第六条第一項 
配偶者又は配偶者であった

者 
特定関係者又は特定関係者であった者 

第十条第一項から第四項まで、第十条の二、

第十一条第二項第二号及び第三項第二号、

第十二条第一項第一号から第四号まで並び

に第二項第一号及び第二号並びに第十八条

第一項 

配偶者 特定関係者 

第十条第一項、第十条の二並びに第十二条

第一項第一号及び第二項第一号 

離婚をし、又はその婚姻が取

り消された場合 

第二十八条の二に規定する関係を解消した場

合 

 

第六章 罰則  

第二十九条 保護命令（前条において読み替えて準用する第十条第一項から第四項まで及び第十条の二の規

定によるものを含む。第三十一条において同じ。）に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰

金に処する。 

第三十条 第三条第五項又は第五条の三の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は五十

万円以下の罰金に処する。 

第三十一条 第十二条第一項若しくは第二項（第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）

又は第二十八条の二において読み替えて準用する第十二条第一項若しくは第二項（第二十八条の二において

準用する第十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定により記載すべき事項につい

て虚偽の記載のある申立書により保護命令の申立てをした者は、十万円以下の過料に処する。 

 

附則 抄  

（施行期日）  

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第二章、第六条（配偶者暴

力相談支援センターに係る部分に限る。）、第七条、第九条（配偶者暴力相談支援センターに係る部分に限る。）、
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第二十七条及び第二十八条の規定は、平成十四年四月一日から施行する。  

（経過措置）  

第二条 平成十四年三月三十一日までに婦人相談所に対し被害者が配偶者からの身体に対する暴力に関して

相談し、又は援助若しくは保護を求めた場合における当該被害者からの保護命令の申立てに係る事件に関する

第十二条第一項第四号並びに第十四条第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「配偶

者暴力相談支援センター」とあるのは、「婦人相談所」とする。  

（検討）  

第三条 この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検

討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。  

 

附則（平成十六年法律第六十四号） 

（施行期日）  

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。  

（経過措置）  

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関す

る法律（次項において「旧法」という。）第十条の規定による命令の申立てに係る同条の規定による命令に関す

る事件については、なお従前の例による。 

２ 旧法第十条第二号の規定による命令が発せられた後に当該命令の申立ての理由となった身体に対する不法

な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすものと同一の事実を理由とするこの法律による改正後の配偶者

からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（以下「新法」という。）第十条第一項第二号の規定による

命令の申立て（この法律の施行後最初にされるものに限る。）があった場合における新法第十八条第一項の規

定の適用については、同項中「二月」とあるのは、「二週間」とする。 

（検討）  

第三条 新法の規定については、この法律の施行後三年を目途として、新法の施行状況等を勘案し、検討が加え

られ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。  

 

附則（平成十九年法律第百十三号） 抄  

（施行期日）  

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。  

（経過措置）  

第二条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関す

る法律第十条の規定による命令の申立てに係る同条の規定による命令に関する事件については、なお従前の例

による。  

 

附則（平成二十五年法律第七十二号） 抄〕 

（施行期日）  

１ この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。  

 

附則（平成二十六年法律第二十八号） 抄  

（施行期日）  

第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め

る日から施行する。  
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一 略 

二 第二条並びに附則第三条、第七条から第十条まで、第十二条及び第十五条から第十八条までの規定 

平成二十六年十月一日 

 

附則（令和元年法律第四十六号） 抄  

（施行期日）  

第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日

から施行する。  

一 附則第四条、第七条第一項及び第八条の規定 公布の日 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討等） 

第八条 政府は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行後三年を目途に、配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護等に関する法律第六条第一項及び第二項の通報の対象となる同条第一項に規定する配偶者からの

暴力の形態並びに同法第十条第一項から第四項までの規定による命令の申立てをすることができる同条第一

項に規定する被害者の範囲の拡大について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

２ 政府は、附則第一条第一号に掲げる規定の施行後三年を目途に、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護等に関する法律第一条第一項に規定する配偶者からの暴力に係る加害者の地域社会における更生のため

の指導及び支援の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

 

附則（令和四年五月二五日法律第五二号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日

から施行する。 

一 次条並びに附則第三条、第五条及び第三十八条の規定 公布の日 

（政令への委任） 

第三十八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

 

附則（令和五年五月一九日法律第三〇号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日

から施行する。 

一 附則第七条の規定 公布の日 

二 第二十一条の改正規定 民事訴訟法等の一部を改正する法律（令和四年法律第四十八号。附則第三条

において「民事訴訟法等改正法」という。）附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日 

（保護命令事件に係る経過措置） 

第二条 この法律による改正後の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（以下「新法」と

いう。）第十条及び第十条の二の規定は、この法律の施行の日（以下この条において「施行日」という。）以後に

される保護命令の申立てに係る事件について適用し、施行日前にされた保護命令の申立てに係る事件について

は、なお従前の例による。 

２ 新法第十一条第二項及び第三項並びに第十二条第一項及び第二項の規定は、施行日以後にされる保護命

令の申立てについて適用し、施行日前にされた保護命令の申立てについては、なお従前の例による。 
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３ 新法第十八条第一項の規定は、施行日以後にされる同項に規定する再度の申立てに係る事件について適用

し、施行日前にされた同項に規定する再度の申立てに係る事件については、なお従前の例による。 

（民事訴訟法等改正法の施行の日の前日までの間の経過措置） 

第三条 新法第十四条の二から第十四条の四までの規定は、民事訴訟法等改正法の施行の日の前日までの間

は、適用しない。 

２ 附則第一条第二号に規定する規定の施行の日から民事訴訟法等改正法の施行の日の前日までの間におけ

る新法第二十一条の規定の適用については、同条中「第七十一条第二項、第九十一条の二、第九十二条第九

項及び第十項、第九十二条の二第二項、第九十四条、第百条第二項、第一編第五章第四節第三款、第百十一

条、第一編第七章、第百三十三条の二第五項及び第六項、第百三十三条の三第二項、第百五十一条第三項、

第百六十条第二項、第百八十五条第三項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二

項並びに第二百三十二条の二の規定を除く。）を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の

規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする」とあるのは、

「第八十七条の二の規定を除く。）を準用する」とする。 

（罰則の適用に関する経過措置） 

第四条 刑法等の一部を改正する法律（令和四年法律第六十七号）の施行の日（以下この条において「刑法施

行日」という。）の前日までの間における新法第三十条の規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、

「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同条の規定の適用についても、同様

とする。 

（政令への委任） 

第七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する経過措置を含む。）

は、政令で定める。 

（検討） 

第八条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認

めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

 

附則（令和五年六月一四日法律第五三号） 抄 

この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の

各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 第三十二章の規定及び第三百八十八条の規定 公布の日 

二 第一条中民事執行法第二十二条第五号の改正規定、同法第二十五条の改正規定、同法第二十六条の改

正規定、同法第二十九条の改正規定（「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録

した電磁的記録」を加える部分を除く。）、同法第九十一条第一項第三号の改正規定、同法第百四十一条第一

項第三号の改正規定、同法第百八十一条第一項の改正規定、同条第四項の改正規定、同法第百八十三条の

改正規定、同法第百八十九条の改正規定及び同法第百九十三条第一項の改正規定、第十二条、第三十三条、

第三十四条、第三十六条及び第三十七条の規定、第四十二条中組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等

に関する法律第三十九条第二項の改正規定、第四十五条の規定（民法第九十八条第二項及び第百五十一条

第四項の改正規定を除く。）、第四十七条中鉄道抵当法第四十一条の改正規定及び同法第四十三条第三項

の改正規定、第四十八条及び第四章の規定、第八十八条中民事訴訟費用等に関する法律第二条の改正規定、

第九十一条の規定、第百八十五条中配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第十二条第

三項の改正規定、第百九十八条の規定並びに第三百八十七条の規定 公布の日から起算して二年六月を超え

ない範囲内において政令で定める日 
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附則（令和七年一二月一〇日法律第八四号） 

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 
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７．滋賀県男女共同参画推進条例 

平成 13 年 12 月 27 日交付 

滋賀県条例第 62 号 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条−第７条） 

第２章 男女共同参画の推進に関する基本的施策(第８条−第 19 条） 

第３章 滋賀県男女共同参画審議会(第 20 条・第 21 条） 

付則 

すべての人は平等であり、男女の性別にかかわらず、一人ひとりが大切な存在であって、個人として互いに尊

重され、自分らしく生きることを認め合わなければならない。 

滋賀県では、男女平等の実現にむけて、様々な取組を進めてきたが、今なお、性別によって役割を固定的にとら

える意識や社会慣行などの男女の多様な生き方の選択を妨げる要因が存在するなど課題が残されている。 

また、少子高齢化の進展や経済活動の成熟化など私たちを取り巻く環境の大きな変化の中で、誰もが豊かに

安心して暮らせる 21 世紀にふさわしい社会を築くためには、男女が、性別にかかわりなく、一人ひとりの個性と

能力を十分に発揮することが求められている。 

こうした状況から、男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって家庭、地域、学校、職域などあらゆ

る分野の活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的および文化的利益を享

受することができ、かつ、共に責任を担う男女共同参画社会の実現が緊要な課題となっている。 

私たち県民は、琵琶湖の環境保全や福祉において進取の気性をもって取り組んできた。そうした取組姿勢と経

験を生かし、家族の絆（きずな）、地域の絆（きずな）、自然との絆（きずな）を大切にして、男女が共に輝いて生き

ることができる湖国を創るため、私たちは一体となってあらゆる分野で男女共同参画を推進することを決意し、こ

の条例を制定する。 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、男女共同参画の推進について、基本理念を定め、県、県民および事業者の責務を明らかに

するとともに、男女共同参画の推進に関する施策(以下「男女共同参画施策」という。）の基本となる事項を定め

ることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社会の実現に寄与することを目

的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動

に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的および文化的利益を享受することが

でき、かつ、共に責任を担うことをいう。 

(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女の

いずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

(3) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により当該言動を受けた個人の生活の環境を害することまたは性的

な言動を受けた個人の対応により当該個人に不利益をあたえることをいう。 

（基本理念） 

第３条 男女共同参画は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受け

ないこと、男女が個人として個性および能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重され



93 

ることを旨として、推進されなければならない。 

２ 男女共同参画は、社会における制度または慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映して、男女の社会

における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとすることを旨として、推進されなければならな

い。 

３ 男女共同参画は、男女が、社会の対等な構成員として、すべての団体における方針の立案および決定に共同

して参画する機会が確保されることを旨として家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の

活動を行うことができるようにすることを旨として、推進されなければならない。 

４ 男女共同参画は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、この養育、家族の介護その他家

庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うこと

ができるようにすることを旨として、推進されなければならない。 

５ 男女共同参画は、男女が互いの性について理解を深め、妊娠または出産に関する事項に関し双方の意思が

尊重されることおよび生涯にわたり健康な生活を営むことができるようにすることを旨として、推進されなければ

ならない。 

６ 男女共同参画は、その推進が国際社会における取組と密接な関係を有していることにかんがみ、国際的協調

の下に、推進されなければならない。 

（県の責務） 

第４条 県は、前条に定める男女共同参画の推進についての基本理念(以下「基本理念」という。）にのっとり、男

女共同参画施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定し、および実施するものとする。 

２ 県は、県の政策の立案および決定に男女が共同して参画する機会を確保するように努めるものとする。 

３ 県は、男女共同参画の推進に当たっては、県民、事業者、市町および国と相互に連携を図るように努めるもの

とする。 

（県民の責務） 

第５条 県民は、男女共同参画について理解を深め、基本理念にのっとり、家庭、地域、学校、職域その他の社会

のあらゆる分野において、男女共同参画を推進するように努めなければならない。 

２ 県民は、県が実施する男女共同参画施策に協力するように努めなければならない。 

（事業者の責務） 

第６条 事業者は、男女共同参画について理解を深め、基本理念にのっとり、雇用その他の分野における事業活

動において、男女共同参画を推進するように努めなければならない。 

２ 事業者は、基本理念にのっとり、男女が職業生活における活動と家庭生活における活動とを両立しておこなう

ことができるように就業環境の整備に努めなければならない。 

３ 事業者は、県が実施する男女共同参画施策に協力するように努めなければならない。 

（セクシュアル・ハラスメント等の禁止） 

第７条 何人も、あらゆる場において、セクシュアル・ハラスメントを行ってはならない。 

２ 何人も、配偶者等に対して身体的または精神的な苦痛を与える暴力的行為を行ってはならない。 

 

第２章 男女共同参画の推進に関する基本的施策 

（男女共同参画計画） 

第８条 知事は、男女共同参画施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な計画(以下「男女共同参

画計画」という。）を策定するものとする。 

２ 男女共同参画計画には、男女共同参画の推進に関する長期的な目標、施策の方向その他男女共同参画施

策を推進するために必要な事項を定めるものとする。 

３ 知事は、男女共同参画計画を策定するに当たっては、あらかじめ県民および事業者の意見を反映することが
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できるよう、必要な措置を講ずるものとする。 

４ 知事は、男女共同参画計画を策定するに当たっては、あらかじめ滋賀県男女共同参画審議会および市町長の

意見を聴くものとする。 

５ 知事は、男女共同参画計画を策定したときは、これを公表するものとする。 

６ 前３項の規定は、男女共同参画計画の変更について準用する。 

（施策の策定等に当たっての配慮） 

第９条 県は、男女共同参画に影響を及ぼすと認められる施策の策定および実施に当たっては、男女共同参画の

推進に配慮するものとする。 

（広報活動等および教育等の促進） 

第 10 条 県は、県民および事業者の男女共同参画についての理解を深めるため、広報活動、情報の提供その

他必要な措置を講ずるものとする。 

２ 県は、男女共同参画に関する教育および学習が促進されるように必要な措置を講ずるものとする。 

（県民の活動に対する支援） 

第 11 条 県は、県民、事業者またはこれらの者の組織する団体が行う男女共同参画の推進に関する活動に対し

て、情報の提供、人材の育成、交流の機会の提供その他の必要な支援を行うものとする。 

（市町に対する助言等） 

第 12 条 県は、市町に対し、男女共同参画施策の策定および実施について、必要な助言および協力を行うもの

とする。 

（苦情の処理） 

第 13 条 知事は、県が実施する男女共同参画施策または男女共同参画に影響を及ぼすと認められる施策につ

いて、県民または事業者から苦情の申出があった場合は、当該申出の適切な処理を行うものとする。 

２ 知事は、前項の申出があった場合において必要があると認めるときは、当該申出の処理に関し、滋賀県男女

共同参画審議会の意見を聴くことができる。 

（相談の処理） 

第 14 条 知事は、性別による差別的取扱いその他の男女共同参画の推進を阻害すると認められることに関し、

県民または事業者から相談の申出があった場合は、当該申出の適切な処理を行うものとする。 

２ 知事は、前項の申出の処理に関する業務を行わせるため、男女共同参画相談員を置くものとする。 

３ 男女共同参画相談員は、第１項の申出に係る相談に応じ、必要な調査および助言を行うほか、関係行政機関

への通知その他の申出の処理のため必要な措置を講ずるものとする。 

（拠点施設の整備） 

第 15 条 県は、県民、事業者および市町による男女共同参画の取組を支援するための総合的な拠点となる施

設を整備するものとする。 

（附属機関等における積極的改善措置） 

第 16 条 県は、その設置する附属機関またはこれに類するものの委員その他の構成員を任命し、または委嘱する

に当たっては、積極的改善措置を講ずるように努めるものとする。 

（調査研究） 

第 17 条 県は、男女共同参画施策を策定し、効果的に実施するため、性別による差別的取扱い等男女共同参

画の推進を阻害する要因その他の男女共同参画に関する事項について、必要な情報の収集および分析ならび

に調査研究を行うものとする。 

（財政上の措置） 

第 18 条 県は、男女共同参画施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるように努めるものとする。 

（年次報告） 
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第 19 条 知事は、毎年、男女共同参画の状況および県が実施した男女共同参画施策について、滋賀県男女共

同参画審議会に報告するとともに、公表するものとする。 

 

第３章 滋賀県男女共同参画審議会 

（滋賀県男女共同参画審議会） 

第 20 条 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号）第 138 条の４第３項の規定に基づき、知事の附属機関とし

て、滋賀県男女共同参画審議会(以下「審議会」という。）を設置する。 

２ 審議会は、第８条第４項および第 13 条第２項に規定する事項を調査審議するほか、知事の諮問に応じ、男女

共同参画の推進に関する事項を調査審議するものとする。 

３ 審議会は、前項の調査審議を行うほか、男女共同参画の推進に関する事項に関し、知事に意見を述べること

ができる。 

（審議会の組織等） 

第 21 条 審議会は、委員 16 人以内で組織する。 

２ 男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の 10 分の４未満とならないものとする。 

３ 委員は、男女共同参画に関し学識経験を有する者および県民から公募した者のうちから知事が任命する。 

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

５ 委員は、再任されることを妨げない。 

６ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

７ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織および運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

付則 

１ この条例は、平成 14 年４月１日から施行する。 

２ 省略 

付則(平成 16 年条例第 38 号）抄 

１ この条例は、規則で定める日から施行する。 

(平成 16 年規則第 66 号で平成 17 年１月１日から施行） 
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８．用語解説 

 

 用  語 説  明 

あ行 

ＮＰＯ 
Non-profit Organization の略で、民間非営利団体のこと。特定非営利活動
促進法に基づく法人格を持った団体は「ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）」と
呼ばれる。法人格を持たない民間非営利団体もＮＰＯ。 

ＬＧＢＴ 
性的マイノリティを限定的に指す言葉。Ｌ＝レズビアン（女性同性愛者）、Ｇ＝ゲイ
（男性同性愛者）、Ｂ＝バイセクシュアル（両性愛者）、Ｔ＝トランスジェンダー（出
生時に診断された性と、自認する性の不一致）の頭文字をとった総称。 

円卓会議 
多様な主体が対等な立場で参加できるよう、席順を定めず、円卓を囲んで行う
会議のこと。 

か行 

キャリアカウンセリ
ング 

働き手の興味関心、能力、価値観などを引き出し、活用していくことを目的とし
て、個人のキャリア形成支援を行うこと。近年の社会環境・雇用環境の変化、働
き方の多様化に伴い、その重要性が高まっている。 

クオータ制 
政治における男女平等の実現に向け、国会や地方議会などの議員選挙で候補
者や議席の一定割合を男女に割り当てる制度のこと。 

権限移譲（エンパ
ワーメント） 

政治、経済、社会、家庭などのあらゆる分野で、自分たちのことは自分たちで決
め行動できるような能力を身につけること。または、その能力を引き出すこと。 

コミュニティビジネ
ス 

市民が主体となって、地域が抱える課題をビジネスの手法により解決する事業
の総称。 

さ行 

社会的性別（ジェ
ンダー） 

生物学的性別（セックス／sex）に対して、慣習や風習の中で、社会によってつく
りあげられた「男性像」と「女性像」などの社会的性別（ジェンダー／gender）
のこと。 

ステレオタイプ 
多くの人に浸透している固定観念や先入観、思い込みなどの類型化された観念
のこと。 
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 用  語 説  明 

さ行 

セクシュアル・ハラ
スメント 

「性的いやがらせ」のことで、性的なうわさを流す、身体への不必要な接触や性
的関係の強要など、相手の気持ちに反した、性的な性質の言葉や行いが含まれ
る。 

SRHR（セクシュア
ル・リプロダクティ
ブ ・ ヘ ル ス ・ ラ イ
ツ） 

性と生殖に関する健康と権利。すべての個人が、性と生殖について情報や教育
を受け、自己決定権を持ち、必要な医療・ケアを受けられる基本的な人権のこ
と。 

た行 
ダイバーシティ・マ
ネジメント 

性別や国籍、年齢などに関わりなく、多様な個性を生かし組織力を強化させる
考え方。 

は行 
パタニティ・ハラス
メント 

育児のために休業や時短勤務の取得を希望する男性に対し、上司や同僚から
制度利用の妨害をされること。 

ま行 

マタニティ・ハラス
メント 

女性の妊娠や出産を理由に、解雇する・降格するなどの不利益的な扱いをされ
たり、言葉や態度による精神的・肉体的な嫌がらせをされること。 

メディア・リテラシ
ー 

メディア（新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・インターネットなどの情報媒体）からの情報
を主体的に選択し、内容を判断・解読し活用する能力や、メディアを適切に選択
し発信する能力。 
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９．年表 

 

年 世界の動き 国の動き 滋賀県の動き 

昭和 50 

（1975） 

・国際婦人年世界会議（メキシコシテ

ィ）開催、「世界行動計画」採択 

・総理府に婦人問題企画推進本部を設

置 

・婦人問題企画推進会議開催 

・総理府婦人問題担当室が業務開始 

 

昭和 51 

（1976） 

・ 「 国 連 婦 人 の 十 年 」 （ 1976 年 ～

1985 年）始まる 

・「女子教育職員及び看護婦、保母等

の育児休業に関する法律」施行 

・「民法等の一部を改正する法律」施行

（離婚後の氏の選択自由） 

 

昭和 52 

（1977） 
 

・婦人問題企画推進本部「国内行動計

画」策定 

・滋賀県婦人問題連絡協議会設置 

・滋賀県婦人問題懇談会設置 

昭和 53 

（1978） 
  ・商工労働部労政課婦人対策係設置 

昭和 54 

（1979） 
・国連総会「女子差別撤廃条約」採択   

昭和 55 

（1980） 

・「国連婦人の十年」中間年世界会議

（コペンハーゲン）開催、「国連婦人

の十年後半期行動プログラム」採択 

  

昭和 56 

（1981） 

・ＩＬＯ総会「家族的責任を有する男女

労働者の機会及び待遇の均等に関

する条約（第 156 号条約）」採択 

・婦人問題企画推進本部「国内行動計

画後期重点目標」策定 

・「民法及び家事審判法の一部を改正

する法律」施行（配偶者の相続分引

上げ等） 

 

昭和 57 

（1982） 
 

・「母子福祉法の一部を改正する法律」

施行（寡婦も母子家庭に準じた取扱

い） 

 

昭和 58 

（1983） 
  

・「滋賀の婦人対策の方向～婦人の地

位向上をめざして～」策定 

・滋賀県婦人問題懇話会設置 

昭和 59 

（1984） 

・「国連婦人の十年」エスカップ地域政

府間準備会議（東京）開催 
 ・労政課を労政婦人課に改称 

昭和 60 

（1985） 

・「国連婦人の十年」ナイロビ世界会議

開催、「婦人の地位向上のためのナ

イロビ将来戦略」採択 

・「国籍法及び戸籍法の一部を改正す

る法律」施行（父母両系血統主義の

採用、配偶者の帰化条件の男女同

一化） 

・「女子差別撤廃条約」批准 

 

昭和 61 

（1986） 
 ・「男女雇用機会均等法」施行 ・県立婦人センター開所 

昭和 62 

（1987） 
 

・婦人問題企画推進本部「西暦 2000

年に向けての新国内行動計画」策定 
 

昭和 63 

（1988） 
 ・農水省「農山漁村婦人の日」設定  

平成元 

（1989） 
 

・文部省、新学習指導要領告示（高等

学校家庭科の男女必修化及び中学

校技術・家庭科における男女同一の

履修の取扱い） 

・知事直属婦人行政課設置 

・滋賀県婦人行政推進本部設置 

平成２ 

（1990） 

・「婦人の地位向上のためのナイロビ将

来戦略に関する第１回見直しと評価

に伴う勧告及び結論」採択 

 
・「男女共同参加型社会づくり滋賀県

計画」策定 

平成３ 

（1991） 
 

・婦人問題企画推進本部「西暦 2000

年に向けての新国内行動計画（第一

次改定）」策定 
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年 世界の動き 国の動き 滋賀県の動き 

平成４ 

（1992） 
 ・婦人問題担当大臣設置 

・婦人行政課を女性政策課に課名改称 

・滋賀県婦人行政推進本部を滋賀県

女性政策推進本部に改称 

・滋賀県婦人問題懇話会を滋賀県女

性問題懇話会に改称 

平成５ 

（1993） 

・国連世界人権会議（ウィーン）開催、

「ウィーン宣言及び行動計画」採択 

・国連総会「女性に対する暴力の撤廃

に関する宣言」採択 

・「パートタイム労働法」施行  

平成６ 

（1994） 
・国際人口・開発会議（カイロ）開催 

・総理府に男女共同参画室及び男女

共同参画審議会設置 

・内閣総理大臣を本部長とする男女共

同参画推進本部設置 

・「男女共同参画型社会づくり滋賀県

計画（第１次改定）」策定 

平成７ 

（1995） 

・第４回世界女性会議（北京）開催、

「北京宣言」及び「行動綱領」採択 
・「育児・介護休業法」成立 ・「湖国農山漁村女性プラン」策定 

平成８ 

（1996） 
 

・男女共同参画審議会「男女共同参画

ビジョン」答申 

・男女共同参画推進本部「男女共同参

画 2000 年プラン」策定 

 

平成９ 

（1997） 
 

・「男女雇用機会均等法」改正 

・「労働基準法」一部改正 

・「育児・介護休業法」一部改正 

・企画県民部男女共同参画課設置 

・県立婦人センターを県立女性センター

に改称 

・滋賀県女性政策推進本部を滋賀県

男女共同参画推進本部に改称 

・滋賀県女性問題懇話会を滋賀県男

女共同参画懇話会に改称 

平成 10 

（1998） 
 

・男女共同参画審議会「男女共同参画

社会基本法について」答申 

・「パートナーしがの強調週間」（10 月

第２日曜日から翌日曜日までの８日

間） 

・「滋賀県男女共同参画推進計画～パ

ートナーしが 2010 プラン～」策定 

平成 11 

（1999） 
 

・「育児休業、介護休業等育児又は家

族介護を行う労働者の福祉に関する

法律の一部を改正する法律」一部施

行 

・「雇用の分野における男女の均等な

機会及び待遇の確保等に関する法

律の一部を改正する法律」施行 

・「男女共同参画社会基本法」施行 

・「食料・農業・農村基本法」施行 

 

平成 12 

（2000） 

・国連特別総会女性 2000 年会議（ニ

ューヨーク）開催、「政治宣言」及び

「成果文書」採択 

・「介護保険法」施行 

・「児童虐待の防止等に関する法律」施

行 

・「ストーカー行為等の規制に関する法

律」施行 

・「男女共同参画基本計画」策定 

 

平成 13 

（2001） 
 

・省庁再編により内閣府男女共同参画

局に改組 

・男女共同参画会議設置 

・「配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護等に関する法律」施行 

 

平成 14 

（2002） 
  

・「滋賀県男女共同参画推進条例」施

行 

・県立女性センターを県立男女共同参

画センターに改称 

・滋賀県男女共同参画審議会設置 
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年 世界の動き 国の動き 滋賀県の動き 

平成 15 

（2003） 
 

・男女共同参画推進本部「女性のチャ

レンジ支援策の推進について」決定 

・「次世代育成支援対策推進法」一部

施行 

・「少子化社会対策基本法」施行 

・政策調整部男女共同参画課に改編 

・「滋賀県男女共同参画計画～パート

ナーしが 2010 プラン（改訂版）～」

策定 

平成 16 

（2004） 
 

・「配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護等に関する法律の一部を

改正する法律施行 

 

平成 17 

（2005） 

・国連婦人の地位委員会「北京+10」

（ニューヨーク）開催 

・「育児休業、介護休業等育児又は家

族介護を行う労働者の福祉に関する

法律の一部を改正する法律」施行 

・男女共同参画会議「男女共同参画基

本計画改定に当たっての基本的な考

え方」答申 

・「介護保険法の一部を改正する法律」

一部施行 

・「男女共同参画基本計画（第２次）」

策定 

 

平成 18 

（2006） 

・東アジア男女共同参画担当大臣会合

（東京）開催、「東京閣僚共同コミュ

ニケ」採択 

・「障害者自立支援法」一部施行 

・「男女雇用機会均等法」改正 
 

平成 19 

（2007） 
 

・「パートタイム労働法」改正 

・「配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護等に関する法律」改正 

・「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バ

ランス）憲章」及び「仕事と生活の調

和推進のための行動指針」策定 

 

平成 20 

（2008） 
 ・「次世代育成支援対策推進法」改正 

・「男女共同参画計画～パートナーしが

2010 プラン（第２次改訂版）～」策

定 

・県民文化生活部男女共同参画課に

改編 

平成 21 

（2009） 
 ・「育児・介護休業法」改正  

平成 22 

（2010） 

・ＡＰＥＣ（アジア太平洋経済協力）「第

15 回女性リーダーズネットワーク会

合」（議長国：日本） 

・国連婦人の地位委員会「北京+15」

（ニューヨーク）開催 

・「第３次男女共同参画基本計画策定

に当たっての基本的な考え方」答申 

・「男女共同参画基本計画（第３次）」

策定 

 

平成 23 

（2011） 

・ジェンダー平等と女性のエンパワーメ

ン ト の た め の 国 際 機 関 （ UN 

Women）発足 

 

・「男女共同参画計画～新パートナーし

がプラン～」策定 

・総合政策部男女共同参画課に改編 

平成 24 

（2012） 
 

・「「女性の活躍促進による経済活性

化」行動計画」策定 
 

平成 25 

（2013） 
 

・「配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護等に関する法律」改正 
 

平成 26 

（2014） 
 

・「すべての女性が輝く社会づくり本

部」の設置 

・「すべての女性が輝く政策パッケー

ジ」策定 

 

平成 27 

（2015） 

・国連女性の地位委員会「北京+20」

（ニューヨーク）開催 

・持続可能な開発目標（SDGs）採択 

・「女性の職業生活における活躍の推

進 に 関 す る 法 律 （ 女 性 活 躍 推 進

法）」施行 

・「第４次男女共同参画基本計画」策

定 

・商工観光労働部女性活躍推進課に

改編 
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年 世界の動き 国の動き 滋賀県の動き 

平成 28 

（2016） 
  

・「パートナーしがプラン 2020～滋賀

県男女共同参画計画・滋賀県女性

活躍推進計画～」策定 

平成 30 

（2018） 
 

・「政治分野における男女共同参画の

推進に関する法律」施行 

・「セクシュアル・ハラスメント対策の強

化について～メディア・行政間での事

案発生を受けての緊急対策～」策定 

 

令和元 

（2019） 
 

・「女性の職業生活における活躍の推

進 に 関 す る 法 律 （ 女 性 活 躍 推 進

法）」改正 

・「労働施策総合推進法」改正 

 

令和２ 

（2020） 

・国連女性の地位委員会「北京+25」

（ニューヨーク）開催 

・「第５次男女共同参画基本計画」策

定 
 

令和 3 

（2021） 
 

・「政治分野における男女共同参画の

推進に関する法律」改正 

・「パートナーしがプラン 2025～滋賀

県男女共同参画計画・滋賀県女性

活躍推進計画～」策定 

令和 4 

（2022） 
 

・「女性の職業生活における活躍の推

進 に 関 す る 法 律 （ 女 性 活 躍 推 進

法）」改正 

 

令和 5 

（2023） 
 

・「配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護等に関する法律」改正 
 

令和 6 

（2024） 

・国連女性の地位委員会「北京+30」 

（バンコク）開催 

・「困難な問題を抱える女性への支援

に関する法律」施行 
 

令和 7 

（2025） 
 

・「配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護等に関する法律」改正 

・日本初の女性総理大臣が誕生 

 

 

年 近江八幡市の動き 

平成 22 

（2010） 

・旧近江八幡市・旧安土町の合併 

・男女共同参画に関する事業所調査の実施 

・男女共同参画に関する市民意識調査の実施 

平成 23 

（2011） 

・近江八幡市男女共同参画推進条例等策定委員会を設置 

・人権に関する市民意識調査の実施 

平成 24 

（2012） 

・男女共同参画推進条例制定、施行 

・「男女共同参画 おうみはちまん 2020 プラン」策定 

・「人権擁護に関する施策の基本計画」策定 

平成 27 

（2015） 

・男女共同参画に関する事業所調査の実施 

・男女共同参画に関する市民意識調査の実施 

平成 28 

（2016） 
・人権に関する市民意識調査の実施 

平成 29 

（2017） 

・「男女共同参画 おうみはちまん 2020 プラン（改訂版）」策定 

・「人権擁護に関する施策の基本計画（改訂版）」策定 

令和元 

（2019） 
・男女共同参画に関する市民意識調査の実施 

令和２ 

（2020） 
・男女共同参画に関する事業所調査の実施 

令和３ 

（2021） 
・「男女共同参画 おうみはちまん 2030 プラン」策定 
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年 近江八幡市の動き 

令和 4 

（2022） 
 

令和 5 

（2023） 
・「近江八幡市パートナーシップの宣誓に関する要綱」施行 

令和 6 

（2024） 

・男女共同参画に関する市民意識調査の実施 

・男女共同参画に関する事業所調査の実施 

・人権啓発冊子「青空Ⅶ」が令和６年度人権啓発資料法務大臣表彰 最優秀賞 出版物 を受賞 

令和 7 

（2025） 
・人権に関する市民意識調査の実施 

令和 8 

（2026） 
・「男女共同参画 おうみはちまん 2030 プラン（改訂版）」策定 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

男女共同参画 

おうみはちまん 2030 プラン 

男女共同参画近江八幡市行動計画（中間改訂版） 
 

 

  長い歴史のなかでも、今ほど社会の変化が激しい時代はなかったと思います。

親や祖父母世代が生きた時代と異なる価値観のなかで、より正確に言えば価値

観が変わりゆく過渡期にあって、かつての価値観に時に引きずられながらも、より

自由に一人ひとりが輝ける可能性を秘めた新しい価値観を社会で共有できるこ

とに大きな期待が寄せられています。 

 そうしたなか近江八幡市男女共同参画審議会では、市民アンケートの結果に耳

を傾けつつ委員による活発な意見交換を経て、「男女共同参画おうみはちまん

2030 プラン（中間改訂版）」をまとめました。それぞれの言葉に深い思いを込め

たこのプランをお読みいただき、皆様の幸せな未来に繋がることを心から願って

おります。 

 

近江八幡市男女共同参画審議会 
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